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          平成２７年土佐清水市議会定例会３月会議会議録 

第１日（平成２７年 ３月 ２日 月曜日） 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議事日程 

 日程第１ 審議期間の決定 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 議案第 ６号 平成２６年度土佐清水市一般会計補正予算（第９号）について 

      議案第 ７号 平成２６年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第３号）に 

             ついて 

      議案第 ８号 平成２６年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計補正 

             予算（第２号）について 

      議案第 ９号 平成２６年度土佐清水市介護サービス事業特別会計補正予算（第 

             ３号）について 

      議案第１０号 平成２７年度土佐清水市一般会計予算について 

      議案第１１号 平成２７年度土佐清水市水道事業会計予算について 

      議案第１２号 平成２７年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について 

      議案第１３号 平成２７年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算について 

      議案第１４号 平成２７年度土佐清水市介護保険特別会計予算について 

      議案第１５号 平成２７年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計予算 

             について 

      議案第１６号 平成２７年度土佐清水市介護サービス事業特別会計予算について 

      議案第１７号 平成２７年度土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算に 

             ついて 

      議案第１８号 土佐清水市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定 

             介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

             する基準を定める条例の制定について 

      議案第１９号 土佐清水市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を 

             定める条例の制定について 

      議案第２０号 土佐清水市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につい 

             て 

      議案第２１号 土佐清水市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の 

             制定について 
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      議案第２２号 土佐清水市保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２３号 土佐清水市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第２４号 土佐清水市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の制定につい 

             て 

      議案第２５号 土佐清水市再生可能エネルギー事業基金条例の一部を改正する条 

             例の制定について 

      議案第２６号 土佐清水市長等の給与，旅費等に関する条例の一部を改正する条 

             例の制定について 

      議案第２７号 土佐清水市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定 

             について 

      議案第２８号 土佐清水市特別職退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定 

             について 

      議案第２９号 土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条 

             例の一部を改正する条例の制定について 

      議案第３０号 土佐清水市教職員住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ 

             いて 

      議案第３１号 土佐清水市立小学校設置条例の一部を改正する条例の制定につい 

             て 

      議案第３２号 土佐清水市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成２７年度～ 

             平成２９年度）の制定について 

      議案第３３号 市道路の廃止について 

      議案第３４号 市道路の認定について 

 日程第４ 陳情の付託について 

～～～～・～～～～・～～～～ 

本日の会議に付した事件 

 日程第１から日程第４まで 

～～～～・～～～～・～～～～ 

議員定数 １２人 

現在員数 １２人 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席議員 １２人 

   １番  田 中 耕之郎 君           ２番  岡 本   詠 君 
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   ３番  細 川 博 史 君           ４番  前 田   晃 君 

   ５番  浅 尾 公 厚 君           ６番  森   一 美 君 

   ７番  小 川 豊 治 君           ８番  西 原 強 志 君 

   ９番  永 野 裕 夫 君          １０番  岡 﨑 宣 男 君 

  １１番  仲 田   強 君          １２番  武 藤   清 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

欠席議員 

   な  し 

～～～～・～～～～・～～～～ 

事務局職員出席者 

  議 会 事 務 局 長          山下  毅 君    局 長 補 佐          東  博之 君 

  議 事 係 長          池  正澄 君    主      事  金子 亜由 君 

  主 事 補  宮口 佑司 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

出席要求による出席者 

市 長 泥谷 光信 君 副 市 長 磯脇 堂三 君 

税 務 課 長 兼 

固定資産評価員 
野村 仁美 君 企 画 財 政 課 長 早川  聡 君 

総 務 課 長 木下  司 君 危 機 管 理 課 長 横畠 浩治 君 

消 防 長 田村 光浩 君 消 防 署 長 上原 由隆 君 

健 康 推 進 課 長 戎井 大城 君 福 祉 事 務 所 長 徳井 直之 君 

市 民 課 長 岡田 敦浩 君 
環 境 課 長 兼 

清掃管理事務所 
坂本 和也 君 

まちづくり対策課長 横山 周次 君 産 業 振 興 課 長 二宮 真弓 君 

産 業 基 盤 課 長 文野 喜文 君 水 道 課 長 田村 和彦 君 

じ ん け ん 課 長 田村 善和 君 し お さ い 園 長 中島 東洋 君 

収 納 推 進 課 長 倉松 克臣 君 教 育 委 員 長 竹田  陽 君 

教 育 長 弘田 浩三 君 学 校 教 育 課 長 山本  豊 君 
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生 涯 学 習 課 長 中山  優 君 教育センター所長補佐 萬  知栄 君 

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
沖 比呂志 君 監査委員事務局長 小松 高志 君 

～～～～・～～～～・～～～～ 

          午前１０時００分   開  議 

○議長（永野裕夫君） 皆さん、おはようございます。定刻でございます。 

 ただ今から平成２７年土佐清水市議会定例会３月会議を開きます。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１、「審議期間の決定」を議題といたします。 

 ３月会議の審議期間につきましては、議会運営委員会でご審議を願っておりますので、この

際、議会運営委員会委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員会委員長 武藤 清君。 

          （議会運営委員会委員長 武藤 清君登壇） 

○議会運営委員会委員長（武藤 清君） おはようございます。 

 ただ今、議題となっております３月会議の審議期間につきましては、２月２３日開催の議会

運営委員会におきまして、議案等を勘案しながら慎重に審議を重ねました結果、本日から３月

１９日までの１８日間と決しました。 

 審議期間中の日程としまして、本日は審議期間の決定、議案の上程の後、市長の提案理由説

明、内容説明を行います。 

 また、３月９日は、議案に対する質疑並びに一般質問を行い、３月１０日から１１日までは

一般質問を行います。 

 ３月１２日から１３日は予算決算常任委員会を、１６日は総務文教常任委員会を、１７日は

産業厚生常任委員会を開催し、３月１９日に本会議を開催し、各委員長の報告後、質疑、討論、

採決を行い、全日程を終了したいと思います。 

 以上、報告いたします。 

○議長（永野裕夫君） お諮りいたします。 

 ３月会議の審議期間は、議会運営委員会委員長の報告のとおり、本日から３月１９日までの

１８日間といたしたいと思います。 

 これにご異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、３月会議の審議期間は本日から３月１９日までの１８日間と決しました。 
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 日程第２、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により１番田中耕之郎君、２番岡本 詠君を指

名いたします。 

 この際、議会事務局長に諸般の報告をいたさせます。 

 議会事務局長。 

          （議会事務局長 山下 毅君登壇） 

○議会事務局長（山下 毅君） おはようございます。 

 平成２６年第２回定例会１２月会議以降の諸般の報告を申し上げます。 

 まず初めに、各委員会の活動状況についてご報告いたします。 

 総務文教常任委員会を２回開催、本年２月１８日から２０日の日程で、佐賀県嬉野市、大分

県臼杵市を訪問し、教育問題及び防災対策について視察を行いました。 

 産業厚生常任委員会は１回開催しております。 

 議会運営委員会を４回開催し、２月２３日には、３月会議の日程等について協議を行いまし

た。 

 １月１５日には、全員協議会を開催し、組織機構の再編について及び新保育所の建設につい

て、執行部より報告を受けたほか、委員長会を開催し、平成２７年度議会費予算の説明並びに

各委員会の活動等情報交換を行いました。 

 また、議会だより編集委員会を開催し、２月１日に議会だより第９２号を発行いたしました。 

 次に、その他の主な件について、日を追って申し上げます。 

 １月３日、平成２７年土佐清水市成人式式典が市民文化会館で開催され、議長が出席し、祝

辞を述べました。 

 １月２１日には、平成２７年土佐清水市議会定例会１月会議が、２月１７日には２月会議が

開催されましたことはご承知のとおりであります。 

 ２月１日、平成２６年度土佐清水市消防団定例部長会が消防本部で開催され、議長が出席し、

祝辞を述べました。 

 ２月３日、高知ファイティングドッグス歓迎式典が開催され、議長が出席、２月６日には、

選手激励会が開催され、多数の議員が出席しました。 

 ２月６日、全国広域連携市議会協議会総会が東京都で開催され、議長、事務局長が出席。 

 ２月２５日、スポーツ賞授賞式が市民体育館で開催され、議長が出席しました。 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第６項に基づき、土佐清水市新型インフルエン

ザ等対策行動計画が２月９日に議長に提出され、２月２５日開催の産業厚生常任委員会で執行

部より報告がありましたが、本日、総務文教常任委員会の皆さんにも配付いたしております。 
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 次に、提出議案について申し上げます。 

 ３月会議に提出されております案件は、議案第６号「平成２６年度土佐清水市一般会計補正

予算（第９号）について」から議案第３４号「市道路線の認定について」までの議案２９件で

あります。 

 これらの案件名につきましては、議案綴りのとおりでありますので省略させていただきます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

○議長（永野裕夫君） 諸般の報告は終わりました。 

 次に、総務文教常任委員会委員長より、行政視察研修の報告を求めます。 

 総務文教常任委員会委員長、仲田 強君。 

          （総務文教常任委員会委員長 仲田 強君登壇） 

○総務文教常任委員会委員長（仲田 強君） おはようございます。 

 総務文教常任委員会行政視察の委員長報告を行います。 

 平成２７年２月１８日から２月２０日までの日程で、嬉野市が１８日の午後、「嬉野っ子輝

きアクションプラン」２６について、臼杵市が１９日の午後、「防災対策について」をテーマ

に行政視察を行いました。 

 はじめに、嬉野市の行政視察についてご報告いたします。 

 嬉野市は、佐賀県西南部に位置し、ほぼ全域が周囲を比較的緩やかな山に囲まれた盆地で、

平成１８年１月１日に藤津郡嬉野町・塩田町が合併して、佐賀県で９番目の市として誕生いた

しました。来年２８年１月１日がちょうど合併して１０年目となるとのことであります。 

 平成２６年１２月１日現在で、面積が１２6.５１ｋ㎡、人口は２万7,６４２人であり、全国

的には日本三大「美肌の湯」として嬉野温泉が知られています。 

 嬉野市は、市長及び教育長が特に教育に力を入れており、教育基本計画に基づいて学力日本

一、歓声の響く学校づくりを目指して、平成２２年から５カ年計画で「嬉野っ子輝きアクショ

ンプラン」を策定し、平成２６年が５年目の仕上げの年となるとのことであります。 

 「嬉野っ子輝きアクションプラン」２６は、①学力日本一を目指した確かな学力の育成事業、

②たくましく、朗らかな子どもの育成を目指した「生きる力の教科書」活用推進事業、③「嬉

野学」から広がる心の教育「嬉野学」による心の教育推進事業、④地域とともにある学校づく

りを目指したコミュニティ・スクールの推進事業、⑤魅力ある学校づくりを目指した校長先生

の知恵袋事業、⑥小中の学びの連続性を踏まえた「ろく・さんプラン推進事業」、⑦温かな支

援教育を推進するために「特別支援教育の推進事業」以上７つのプロジェクトについて、総合

的、計画的に学校、保護者、地域、行政がそれぞれ関わりを持ちながら、児童生徒一人ひとり

の成長に応じた教育支援を行っているとのこと。 
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 嬉野市の特徴として、１０年前から１０月の体育の日を区切りにし、２学期制を導入してお

り、夏休みを２日間縮めて、標準授業日数にプラスして授業日数を確保している。 

 合併前は、それぞれの教育委員会に学校管理規則があったが、合併後はこの管理規則にメス

を入れ、校長に裁量権・予算権が持てるような管理規則、自主自立ができる管理規則に変更し

ていった。 

 はじめは、教育改革プランに基づく７つのプロジェクトを教育委員会で提案をして、これに

基づいて、それぞれ学校ごとに教職員の研修を行いながら、意識改革を進めていき、今では校

長先生が中心となり、予算案が作成されるまでになっている。 

 学力についても、家庭でしつけ、学校で学び、地域で育てるをキャッチフレーズに取り組ん

でおり、嬉野市独自で行っている学力テストの結果は、小・中学校とも全国平均と同じか上回

っており、特に小学校では、秋田県を超えている学校もある。 

 小学校においては、不登校の児童がゼロで、中学校においても昨年１０月までは不登校生徒

がゼロであった。児童生徒の生活面が総合的に安定しており、先生方が本来の業務に専念でき

る結果、学力向上は確実に進んでいるとのこと。 

 また、市長のキャッチフレーズが「学力日本一」を目指すということで、主に小学生１年生

から３年生の宿題をやってこない児童をターゲットにして、放課後の時間を使った外部委託に

よる「放課後子ども塾」を開催しているとのことであります。 

 今後は、小中連携の方向性を目指して、カリキュラム編成検討部会、学力向上推進部会、学

校行事等企画検討部会、小中一貫への基盤づくり部会を立ち上げ、平成２７年度から２９年度

にかけて「ろく・さんプラン（小中連携教育）計画」を実施していくとのことでありました。 

 次に、臼杵市の行政視察についてご報告いたします。 

 臼杵市は、九州の東岸にあり、大分県の東南部に位置し、豊後水道に面してリアス式海岸の

大きな港湾は、風光明媚で、愛媛県八幡浜市とフェリーで結ばれ、物流の拠点となっている。 

 平成１７年１月１日に野津町と合併し、平成２７年１月１日現在の世帯数は１万7,３０７世

帯、人口４万1,３００人で、主な産業は農業・漁業の一次産業と造船業、しょうゆ、みそなど

の醸造業が盛んである。 

 また、臼杵石仏は、平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫られたといわれ、九州初の国宝に

指定され、国内外で文化遺産として高い評価を得ています。 

 臼杵市の港湾に面した市街地は、南海トラフ巨大地震が起きれば、5.７ｍの津波が押し寄せ、

そのほとんどが壊滅するとのことであります。 

 最大震度が６強、住宅の全半壊が8,４００棟、避難者数は１万人、死者数は4,０００人と想

定されていて、早期避難や避難ビルが有効に活用された場合は、死者数が２７３人まで減少す
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るとなっており、この死者数を限りなくゼロに近づけるために、「災害に強いまちづくり」を

目指して、ハード面・ソフト面に力を入れ、さまざまな強化を行っているとのことであります。 

 最近では、沿岸部にいち早く情報が伝達できるように防災無線を整備し、さらに地域に密着

した情報を提供するために、コミュニティＦＭを取り入れる予定であるとのこと。臼杵市の高

齢化率は３５％となっていて、いち早く高齢者を避難させるために、臼杵城跡でもある臼杵公

園に避難ループ橋を約１億円かけて整備し、さらに２つ避難ループ橋を設ける予定で、全てが

完成すると避難道４カ所と避難ループ橋３つの合計７ルートで海抜１７ｍにある臼杵公園に約

4,０００人が避難できることとなるとのこと。 

 このほか、防災対策として、特にソフト面に力を入れてきたのが防災リーダーの育成で、平

成２３年度までの防災士の数は２７名であったが、平成２４年度前期の募集で１７８名、平成

２５年度は２００名、その後、順調に伸びて、今では合計４８２名の防災士が誕生。そのうち

の８９名が女性防災士であるとのこと。 

 さらに、防災士としての知識や技能を向上させ、連携していくために、各校区ごとに約

２０名いる防災士の連絡協議会を組織し、毛布と竹を使った応急担架のつくり方や、消火器の

使い方、ロープワーク、土のうのつくり方等、主に夜間に研修を行っている。 

 「避難行動計画」についても、通常であれば行政が作成するが、臼杵市の場合は防災士連絡

協議会が中心になって、夜間に皆さんが集まって、現実的な行動計画にしようということで、

実際に現場に行き、確認をしながら時間をかけて取り組んだ結果、今年度やっと「避難行動計

画」ができ上がり、避難訓練も行政が行うのではなく、各地域にいる防災士が中心となって行

っており、地域の方たちの集まりもよく、皆が参加するようになっている。 

 今年度も臼杵公園を中心に、防災士連絡協議会が避難訓練を日曜日に実施したところ、年々

参加者もふえており、3,０００人近い方たちが集まった。このような取り組みを行っていく中、

女性の視点から防災対策でできることは何かということで、現在８９名いる女性防災士の連絡

協議会も全国で初めて組織化、マスコミ等にも取り上げられています。 

 実際、災害が起きたときに一番困るのは何かということで、女性の視点から段ボールのトイ

レ作成が発案され、今では大分県内に女性防災士が出向き、広く防災の広報ウーマンとなり、

段ボールのトイレ作成や防災グッズなどを広める活動を行っているとのことであります。 

 まとめとして、危機管理室長より、「ハードというのは限界がある。予算がないと整備が進

まない。しかし、ソフト面は無限であると考えている。いかに多くの住民を参画させて防災意

識を持たせるか、このことが大きな課題である。災害を少しでも減らすためには、真の防災リ

ーダーの育成が急がれると思っている。そのための防災士はふえているが、育成ができないと

だめである。災害が起きても、市は何も役に立たない。これまでの取り組みによって、「自分
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たちのことは自分たちでやらな」ということをどこの地区に行っても言ってくれるようになっ

ている。その点で臼杵市は防災意識が本当に向上したと思っている。それと防災教育の継続。

今の子どもたちは、１０年後は大人になる。早い段階から防災教育を行っていけば、災害を恐

れることなく自覚ができる。それと多くの方たちが防災に関心を持つことが減災につながる。

ぜひ、家族で防災会議を行ってほしい。自分の命は自分で守るということを徹底してほしい。

家族で命を守れるようになれば、その輪が広まってその地域は、減災につながることになると

思っている。」とのことでありました。 

 以上、今回の行政視察は、今後の本市における教育問題や災害対策に大変参考となるもので

あったことをご報告し、総務文教常任委員会の委員長報告とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（永野裕夫君） 以上で、総務文教常任委員会委員長の行政視察研修報告は終わりまし

た。 

 なお、各議員の詳細な報告について、閲覧の希望者は、議会事務局まで申し出るようお願い

をいたします。 

 日程第３、市長提出議案第６号「平成２６年度土佐清水市一般会計補正予算（第９号）につ

いて」から議案第３４号「市道路線の認定について」までの議案２９件を一括議題といたしま

す。 

 この際、提出者に提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

          （市長 泥谷光信君登壇） 

○市長（泥谷光信君） おはようございます。 

 本日ここに、平成２７年土佐清水市議会定例会３月会議の開催に当たり、市政の課題等につ

いて、所信の一端を申し述べますとともに、平成２７年度土佐清水市一般会計予算案等につい

てご説明申し上げ、議員の皆様及び市民の皆様にご理解とご協力をお願いしたいと思います。 

 まず、地方創生についてであります。 

 ご承知のとおり、政府は人口減少の克服と地方創生は国の将来に関する大きな課題と捉え、

「まち・ひと・しごと創生本部」を立ち上げ、「長期ビジョン」と「総合戦略」のとりまとめ

を行い、今まさに全国各地でこの取り組みが始まったところです。 

 各自治体は平成２７年度中に、今後５年間（平成３１年度まで）の「人口ビジョン」と「地

方版総合戦略」を作成することとなりますが、本市は他市町村に先駆け、総合戦略の骨子を作

成し、去る１月２８日に内閣府の「まち・ひと・しごと創生本部」で、この「土佐清水市総合

戦略骨子」について説明を行い、今後のスケジュールや総合戦略についての助言を受け、あわ
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せて支援についてもお願いしたところです。 

 総合戦略には、地域の特色や資源を生かした、住民に身近な施策を幅広く盛り込み、実施し

ていくことが必要であることから、住民をはじめ、産業界・行政機関・教育機関・金融機関・

労働団体・メディア等を含めた策定委員会を組織し、方向性や具体案について、広く関係者の

意見が反映されるよう取り組んでまいります。 

 また、総合戦略の策定に当たりましては、議会と執行部が車の両輪となって推進することが

重要であることからも、議員の皆様にも国が作成した地方創生に関するＤＶＤを配付させてい

ただいております。ぜひ、ご視聴いただき、地方創生への取り組みにご理解、ご協力をお願い

申し上げます。 

 次に、土佐清水市地域防災計画についてであります。 

 東日本大震災や風水害・土砂災害により、近年、日本各地では甚大な被害が発生しています。

このような事態を踏まえ、国は防災基本計画を見直し、高知県におきましても地域防災計画の

見直しが今年度行われました。これを受け、本市も地域防災計画の改訂を行い、２月２６日に

開催した土佐清水市防災会議で承認されたところです。 

 今回の改訂における基本的な考え方としまして、３つの視点を重視し、見直しを行いました。 

 １点目は、市の状況や地域特性を理解している市職員自身が改訂作業に携わり、「東日本大

震災の教訓を踏まえ、より実効性の高い計画とする」。 

 ２点目は、甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震に備えるとともに、大規模火災、豪

雨災害、海難事故等あらゆる災害の事前対策を行うことを目指し、「南海トラフ地震及びあら

ゆる災害発生の可能性を考慮した計画とする」。 

 ３点目は、市民、地域、企業、行政がそれぞれの「自助」「共助」「公助」の役割を把握し、

各自が的確に行動でき、減災対策の取り組みが行われるよう、「減災に重点を置いた防災対策

の推進を目指した計画とする」。 

 この３点を基本に見直しを行いました。さらに、「津波からの円滑な避難」や「地域防災力

の向上」など１０項目を重点項目として掲げ、計画に盛り込んでおります。 

 今回改訂を行いましたこの土佐清水市地域防災計画に沿って、市民の命を守り、そして命を

つなぐため、今後も防災対策を強力に推進してまいりますので、ご協力をよろしくお願いいた

します。 

 次に、去る２月２７日、土佐清水市ジオパーク推進協議会設立総会が開催されました。 

 本市は、足摺宇和海国立公園に指定された海岸部と、多くの自然が残る山間部の貴重な地質

や地形が織りなす壮大な景観をはじめ、天然記念物のアコウやサンゴの群体などの生物多様性、

またこの地で暮らす人々の歴史や文化など、ジオパークとしての素材が数多く存在しています。 
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 ご承知のとおり、ジオパーク活動は、大地の成り立ちや自然環境、歴史や伝統・文化との関

わりを学び、価値を認識して守り続け、広く発信することで地域の活性化につなげ、教育や防

災等の活動に役立てる取り組みであります。 

 今後、土佐清水市ジオパークの推進に関係する各種団体が、相互に連携・協力した体制を築

き、ジオパークの理念に沿った活動を推進し、地域の発展と市民の誇り、郷土愛の醸成を図る

ため、この「土佐清水市ジオパーク推進協議会」を中心として、日本ジオパーク認定に向けた

取り組みを加速させてまいります。 

 さて、私にとって市長就任後、２回目の当初予算編成となりました平成２７年度予算につき

まして、その概要を簡単にご説明いたします。 

 一般会計及び７つの特別会計の総額は、１７８億４３１万6,０００円であり、重複計上額を

除いた実質計上額は、１７１億7,４６７万3,０００円となり、前年度当初予算比で6.３％の増

となりました。 

 一般会計の総額は、１１１億9,５００万円、前年度当初比７億2,７００万円、6.９％の大幅

増となり、この１０年では２番目、昭和６０年以降では３番目に大きい予算規模となりました。

その要因につきましては、清水小学校改築、市街地の防災拠点施設の機能を有する中央公民館

等新築、防災拠点施設整備などの大型事業の実施によるものであります。 

 歳入は、市税がほぼ昨年並みの１２億円余りを見込み、地方交付税は前年度比3,０００万円

減の４１億3,０００万円を見込んでいます。市債は大型事業の実施に伴い、前年度比約４億

2,０００万円増の１７億2,０００万円余りを計上し、財政調整基金9,８００万円余りを繰り入

れることとしております。 

 歳出は、義務的経費が４７億2,０００万円余りで、人件費と扶助費はほぼ昨年並みとなって

いますが、公債費は「消防庁舎」と「清水中学校」建設にかかる元金償還が始まることにより、

前年度比約7,０００万円の増となっております。 

 投資的経費は大型事業の実施により、１９億5,０００万円余りで、前年度比３億2,０００万

円余りの増となりました。 

 予算編成につきましては、今年も私の公約であります「子育て・教育環境の充実」「基幹産

業の復興と雇用対策」「高齢者の生きがいづくりと中山間対策」「南海地震・津波対策」「活

気あふれるまちづくり」の５つの基本政策について、重点的に予算配分をすることといたしま

した。厳しい財政状況ではありますが、各課が工夫し知恵を絞った新規事業等、バランスのと

れた予算を組むことができたと思っております。その結果、市民の皆様とお約束した公約実現

型の積極予算を組みつつ、財政健全化に向けての取り組みにも配慮した予算編成となりました。 

 まず、「子どもは宝」子育て・教育環境の充実につきましては、ふるさと土佐清水市を誇り
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に思う豊かな人間性を育む施策を推進してまいります。 

 公約実現の具体的予算としましては、喫緊の課題であります清水小学校改築工事としまして

２億8,１１３万6,０００円、学校給食の早期実現に向け既存加工施設に給食センター機能を持

たせるための基本設計費３５０万円や、土佐清水市連携型中高一貫教育推進事業として

１００万円などを計上しております。 

 その他、中学校卒業までの医療費無料化制度の継続及び奨学資金制度の充実など、子育て・

教育環境の充実に向け全体で１０億1,８００万円を計上したところです。 

 また、地方創生関連事業として、新生児に対する紙おむつの支援事業を平成２６年度３月補

正予算に前倒しして計上し、４月から実施してまいります。 

 次に、「若者は希望」基幹産業の復興と雇用対策であります。 

 新規就農支援や集落営農の推進、清水サバの水揚げ促進や魚価安定を図るためのメジカ需給

調整対策協議会貸付金のほか、産業全体の活性化を図るため、第三セクター再編にかかる経費

などを計上しております。公約に掲げ、平成２６年度から実施しております市産材使用住宅建

築助成事業も継続して実施します。 

 今年で最後となります国の緊急雇用創出臨時特例基金事業では、１４事業を実施し、雇用対

策と人材育成を推進します。 

 その他の事業といたしましては、ＣＬＴ工法による窪津漁協事務所新築工事に対する補助や

平成２９年度日本ジオパーク認定に向け、重点的に取り組むための事業費などを計上し、基幹

産業の復興と雇用対策全体で３億5,３００万円を計上いたしました。 

 また平成２６年度３月補正予算では、地方創生関連事業として、プレミアム付商品券発行事

業や、ふるさと旅行券事業などを計上しており、地域経済の活性化を図ります。 

 続いて、「お年寄りは誇り」高齢者の生きがいづくりと中山間対策であります。 

 私自身、お年寄りとの意見交換の場として、積極的に参加しております各地域でのいきいき

サロンなど、地域の高齢者が集まり、活用されている集会所等の耐震補強や改修などに対し補

助を行う、介護予防拠点整備事業に１０カ所で計8,５００万円を計上し、地域住民主体の介護

予防や地域包括ケアの推進を図ります。また、介護保険特別会計では、介護保険法の改正によ

り、土佐市と並び県内市町村に先駆けて実施する、新しい総合支援事業に 9,５３８万

6,０００円を計上し、高齢者の社会参加を促進し、生活支援・介護予防サービスの充実を図り

ます。 

 現在６名の地域おこし協力隊は、３名の増員を予定しており、移住促進事業を含め、都市部

から人を呼び込むための施策を展開し、交流人口の拡大による地域活性化を推進します。 

 ほかにも、中山間地域移動手段確保支援事業や地域づくり支援事業など、高齢者の生きがい
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づくりと中山間対策全体で、３億4,６００万円を計上いたしました。 

 次に、「命を守る」南海地震・津波対策についてであります。 

 南海トラフ巨大地震に備え、市民の命を守り、そして命をつなぐために集中的な対策を推進

してまいります。 

 市街地の防災拠点施設の機能を有する中央公民館等新築には５億4,０６０万円、三崎地区等

の防災拠点施設整備に１億2,８４１万円のほか、土佐清水市災害時医療救護計画に基づき、市

内５カ所の医療救護所への備品等整備として1,０８２万4,０００円を計上いたしました。 

 また、消防設備では、水槽付消防ポンプ自動車購入費として5,７０８万3,０００円を計上し、

南海地震・津波対策全体で９億9,８００万円を計上いたしました。 

 次に、「絆は力」活気あふれるまちづくりについてであります。 

 姉妹都市や国際交流、地域の伝統文化等の継承や発展に対する支援など、全体で1,５００万

円を計上しております。 

 ほかにも、冒頭で触れさせていただきました「人口ビジョン」と「地方版総合戦略」の策定

経費として1,０００万円を地方創生関連予算として、平成２６年度３月補正予算に計上してお

ります。なお、まちづくりの方向性、将来像、市政への市民参加など、市の基本ルールとなる

「（仮称）住民基本条例」の制定及び第七次土佐清水市総合振興計画の策定につきましても、

総合戦略の策定と並行して実施してまいります。 

 続きまして、水道事業会計についてであります。 

 水道事業会計につきましては、新規事業としまして、窪津簡易水道整備事業として１億

5,０００万円余りのほか、平成２６年度から実施しております斧積簡易水道整備事業に

7,９００万円余りを計上し、資本的支出合計では、前年度比３1.９％増の３億9,０００万円余

りを計上しております。 

 次に、国民健康保険事業特別会計であります。 

 国保会計につきましては、対前年度比１1.８％増の３０億９００万円余りを計上しておりま

す。 

 その他の特別会計につきましては、介護サービス事業特別会計では、短期入所利用者数の増

が見込まれることにより、対前年度比７7.２％増の4,１００万円余りを計上し、再生可能エネ

ルギー事業特別会計は、売電収入の増を見込み、２4.１％増の9,６４１万円を計上しておりま

す。 

 以上が、平成２７年度当初予算案についての概要であります。 

 続きまして、補正予算についてであります。 

 「平成２６年度一般会計補正予算（第９号）について」は、国の補正予算関連に伴う地方創
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生関連事業や防災対策事業の前倒し、生活バス路線運行維持費補助金、定年退職者以外の退職

手当の追加分などの追加経費のほか、決算見込みによる減額分などを計上し、予算総額は１億

1,５２８万7,０００円の増額予算となっております。 

 特別会計では、介護保険制度の改正に伴うシステム改修費を計上する介護保険特別会計補正

予算（第３号）をはじめ、指定介護老人福祉施設事業特別会計補正予算（第２号）と介護サー

ビス事業特別会計補正予算（第３号）を提出しているところであります。 

 続きまして、条例議案等についてであります。 

 議案第１８号は、介護保険法の規定に基づき、介護予防の効果的な支援の方法等に関する基

準を定める条例を制定するものであります。 

 議案第１９号は、第３次地方分権一括法の施行により、介護保険法の一部が改正されたこと

に伴い、土佐清水市地域包括支援センターの人員等に関する基準を定める条例を制定するもの

であります。 

 議案第２０号は、消防組織法による消防長及び消防署長の資格を定める条例を制定するもの

であります。 

 議案第２１号は、後期高齢者医療の延滞金の減免について、条例の一部を改正するものであ

ります。 

 議案第２２号は、市街地３園を統合し、新たに「きらら清水保育園」を設置することに関す

る条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２３号は、第６期介護保険事業計画の策定及び介護保険施行令の改正に伴い、条例の

一部を改正するものであります。 

 議案第２４号は、敬老祝金につきまして、支給額を一部変更することに伴い、条例の一部を

改正するものであります。 

 議案第２５号は、再生可能エネルギー事業基金につきまして、基金の設置目的と運用方法等

を変更することに伴い、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第２６号から議案第２９号の４議案につきましては、地方教育行政法の改正に伴い、新

教育長が常勤の特別職とされたため、関係条例を一部改正するものであります。 

 議案第３０号は、足摺岬中学校の教職員住宅を普通財産に所管替えするため、条例の一部を

改正するものであります。 

 議案第３１号は、平成２１年４月より休校中の宗呂小学校につきまして、今後も児童の増加

が見込めないことから、廃校とするため、条例の一部を改正するものであります。なお、宗呂

小学校は今後、下川口地区の防災拠点施設などに活用する予定としております。 

 議案第３２号は、議会の議決に付すべき事件に関する条例の規定により、土佐清水市高齢者
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福祉計画・介護保険事業計画の制定につきまして、議会の議決を求めるものであります。 

 議案第３３号は、道路法の規定に基づき、市道の路線を廃止することにつきまして、議会の

議決を求めるものであります。 

 議案第３４号は、議案第３３号で廃止する市道の路線のうち、市民生活に関係する一部区間

につきまして、道路法の規定に基づき、市道の路線に認定することについて、議会の議決を求

めるものであります。 

 最後に、ご寄附の報告をさせていただきます。 

 本年２月４日、「二升五合会」様から、社会福祉の貢献を目的にと３万1,８８０円のご寄附

をいただきました。目的に沿って大切に使わせていただきます。この場をお借りして厚く感謝

申し上げます。 

 以上をもちまして、議案提出に当たっての私からの説明を終わらせていただきます。なお、

細部につきましては、所管課長から説明をいたしますので、何とぞご審議の上、適切な議決を

賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（永野裕夫君） 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 ただ今から、予算案並びに条例案等に対する内容説明を求めたいと思います。 

 これにご異議の方はございませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（永野裕夫君） ご異議なしと認めます。 

 よって、予算案並びに条例案等に対する内容説明を求めることに決しました。 

 議案第６号「平成２６年度土佐清水市一般会計補正予算（第９号）について」及び議案第

１０号「平成２７年度土佐清水市一般会計予算について」の議案２件について説明を求めます。 

 企画財政課長。 

          （企画財政課長 早川 聡君登壇） 

○企画財政課長（早川 聡君） おはようございます。 

 議案第６号「平成２６年度土佐清水市一般会計補正予算（第９号）」についてご説明いたし

ます。 

 歳出からご説明いたします。 

 一般会計補正予算書１８ページをお開きください。 

 なお、当該補正予算につきましては、国の補正予算等に関連した追加のほか、本年度事業の

決算見込みによる減額などを計上しておりまして、減額予算につきましては、決算見込みとい

うことで説明を省略させていただきます。よろしくお願いします。 
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 ２款１項１目一般管理費、３節職員手当等5,７７１万9,０００円のうち、5,４７４万

4,０００円は、退職手当を計上しています。 

 ７目企画振興費、１９節負担金、補助及び交付金2,２２６万円のうち、生活バス路線の平成

２５年度１０月から１年間の運行に係る決算に伴いまして、生活バス路線運行維持費補助金

2,５１３万1,０００円を計上しています。 

 ２５節積立金１５０万円は、ふるさと元気寄附金を基金へ積み立てるものであります。なお、

２月末現在における本年度寄附金の状況は、延べ１５２件、１５８万5,０００円となっていま

す。 

 次に、１４目は、地方創生費を新設しています。２月３日に成立した国の補正予算の中で、

地域住民生活等緊急支援のための交付金が創設をされました。これは地方公共団体が実施する

地域における消費喚起策や、これに直接効果を有する生活支援策を交付対象とする地域消費喚

起・生活支援型の交付金と、地方公共団体による地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、こ

れに関する優良施策等を交付対象とする地方創生先行型の交付金の２つの型があり、それぞれ

人口や財政力指数などで、地方公共団体ごとに交付限度額が算定されることとなっております。 

 予算書の１８ページから１９ページ、また、一般会計補正予算（第９号）の予算審議におけ

る事業説明書、目次欄をお願いします。 

 地方創生費では、地域住民生活等緊急支援のための交付金に関する事業費9,５４７万

6,０００円を計上しています。財源は国交付金8,１００万円の配分を見込んでおり、残りは一

般財源1,４４７万6,０００円であります。 

 まず、地域消費喚起・生活支援型からご説明いたします。 

 赤ちゃん紙おむつ購入支援事業は、子育て世帯の経済的な負担を軽減する目的で、本市に出

生届を出した新生児を養育する親等に、紙おむつ購入支援券３万6,０００円相当を配布するも

ので、１１節需用費２８７万7,０００円のうち５万3,０００円、２０節扶助費２５２万円の合

わせて２５７万3,０００円、プレミアム付商品券発行事業は、土佐清水商工会議所が市内の協

賛店のみで使用できるプレミアム付商品券を発行し、市内での消費喚起や市外への消費流出に

歯どめをかけることなどを目的とするもので、１９節負担金、補助及び交付金5,６９８万円の

うち2,０００万円を、プレミアム率につきましては、先週、県がプレミアム率の上乗せ等をす

る方針が示されたことから、本市分と合わせてプレミアム率２５％での発行を予定しておりま

す。 

 ふるさと旅行券事業は、市内の宿泊と買い物などに使用できる旅行券（プレミアム率

５０％）の発行及び旅行会社の企画する団体ツアー客１人当たり1,０００円のインセンティブ

をつけ、観光客による市内消費の促進などを目的とするもので、１３節委託料2,８５７万
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9,０００円のうち1,４６５万円、１９節負担金、補助及び交付金5,６９８万円のうち４８０万

円の合わせて1,９４５万円、以上、地域消費喚起・生活支援型の３つの事業、合わせて

4,２０２万3,０００円を計上しています。財源は、国交付金3,８００万円の配分を見込んでお

り、残りは一般財源となります。 

 次に、地方創生先行型についてご説明いたします。 

 土佐清水市総合戦略等策定事業は、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を受け、

地方も平成２７年度中に地方版総合戦略を作成する必要があります。また、同時に本市の第

７次総合振興計画や、（仮称）住民基本条例の策定業務を行うことを目的とするもので、１節

報酬５５万8,０００円、８節報償費２０万円、９節旅費６３万3,０００円のうち、２２万

7,０００円、１１節需用費２８７万7,０００円のうち１４９万円。１２節役務費２５３万

8,０００円のうち４万6,０００円、１３節委託料2,８５７万9,０００円のうち６９２万

9,０００円、１８節備品購入費５５万円の合わせて1,０００万円、土佐清水市医師確保推進事

業は、無医地区解消のため本市へ医師を招致することを目的に、医師募集、視察勧誘を兼ねた

医療業界紙への広告掲載と本市への医師の視察などを実施するもので、９節旅費６３万

3,０００円のうち４０万6,０００円、１２節役務費２５３万8,０００円のうち２１５万

2,０００円、１４節使用料及び賃借料４万1,０００円の合わせて２５９万9,０００円、外国人

観光客受け入れ環境整備促進事業は、宿泊施設、観光施設におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備、施

設内の多言語表示などの整備費を補助し、外国人観光客の利便性を高め、誘致につなげる目的

のもので、１９節負担金、補助及び交付金5,６９８万円のうち1,４５９万円、さかなのまち土

佐清水推進事業は、メジカの価格保証、土曜操業等の拡充やメジカ鮮度保持対策整備などを行

うことで、漁業者の安定した出漁と漁獲量の確保、後継者対策として新規漁業就業者の確保に

つなげていく目的のもので、１９節負担金、補助及び交付金5,６９８万円のうち1,２５９万円、

販路開拓・営業拡大支援事業費補助金は、市内の企業が行う販路開拓に係る経費、旅費、出店

料、販売ツールなどの一部を補助し、県外販路の開拓、拡大につなげ、関係企業の売り上げの

向上を目指すもので、１９節負担金、補助及び交付金5,６９８万円のうち５００万円、ふるさ

と直送便システム構築事業は、本市の特産品等を総合的に発信するふるさと特送便のシステム

を構築し、参画事業者の増収と地産外商を図る目的で、１３節委託料2,８５７万9,０００円の

うち７００万円、最初の一歩推進事業、就学前英語教育推進事業は、本市在住の絵本作家とＡ

ＬＴが中心となり、土佐清水版英語教材を作成し、新生児誕生時のお祝い品として贈呈、また、

各保育園、幼稚園等に配布するなど、英語になれ親しむ子育て環境をつくる目的で、１１節需

用費２８７万7,０００円のうち１３３万4,０００円、１２節２５３万8,０００円のうち３４万

円、合わせて１６７万4,０００円、以上、地方創生先行型の７つの事業を合わせまして、
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5,３４５万3,０００円を計上しています。財源は国交付金4,３００万円の配分を見込んでおり、

残りは一般財源となります。全額を平成２７年度へ繰り越すものであります。詳細は予算審議

における事業説明書１ページから１０ページをご参照ください。 

 ２２ページをお願いします。 

 ３款１項２目障害者福祉費、２３節償還金、利子及び割引料1,０８８万6,０００円は、障害

者自立支援給付費の過年度国庫負担金精算返還金７１０万円、育成医療費の過年度国庫負担金

精算返還金１５万7,０００円の合わせて７２５万7,０００円、障害者自立支援給付費の過年度

県負担金精算返還金３５５万円、育成医療費の過年度県負担金精算返還金７万9,０００円の合

わせて３６２万9,０００円を計上しています。 

 ７目介護保険対策費、２８節繰出金１７０万3,０００円は、介護保険制度改正に係る介護保

険システムの改修費３４０万5,０００円の２分の１となる１７０万3,０００円を介護保険特別

会計へ繰り出すものであります。 

 ２３ページをお願いします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費、１９節負担金、補助及び交付金、安心子ども基金認定こども

園事業費補助金１９５万2,０００円は、幼稚園型認定こども園しみず幼稚園ふぞくつぼみぐみ

の対象園児の増加に伴いまして追加するものであります。 

 ２目保育所運営費、１９節負担金、補助及び交付金、多子世帯保育料軽減事業補助金９６万

円は、幼稚園型認定こども園しみず幼稚園ふぞくつぼみぐみの対象世帯の増加に伴いまして追

加するものであります。 

 ３目母子福祉費、２３節償還金、利子及び割引料９６万7,０００円は、母子家庭自立支援給

付費の過年度国庫負担金精算返還金９６万7,０００円を計上しております。 

 ２５ページをお願いします。 

○議長（永野裕夫君） 議案説明の途中ではありますが、暫時休憩をいたします。 

          午前１０時５９分   休  憩 

          午前１１時１１分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 引き続き、予算案並びに条例案等に対する内容説明を求めます。 

 企画財政課長。 

          （企画財政課長 早川 聡君登壇） 

○企画財政課長（早川 聡君） 引き続き、議案第６号「平成２６年度土佐清水市一般会計補

正予算（第９号）について」ご説明いたします。 

 ２５ページをお願いします。 
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 ５款３項３目漁港建設費、１９節負担金、補助及び交付金1,２００万円は、国の補正予算に

対応し、清水漁港施設機能強化事業の県工事負担金を計上しています。財源につきましては、

補正予算債を見込んでおります。全額、平成２７年度へ繰り越すものであります。 

 ２６ページから２７ページをお願いします。 

 ７款５項１目住宅管理費について、１５節工事請負費４００万円は、補助率５０％の社会資

本整備総合交付金を活用し、三崎団地１棟５戸分の外壁改修工事を行うものです。全額を平成

２７年度へ繰り越すものであります。 

 ８款１項６目災害対策費につきましては、木造住宅の耐震化を促進する予算としまして、

１３節委託料に２１棟分の耐震診断業務７１万3,０００円を、１９節負担金、補助及び交付金

に耐震改修設計費補助金２棟分として４０万円、耐震改修補助金６棟分として５４０万円を計

上しています。 

 また、避難経路沿いに老朽住宅の除却費に対する補助金として５棟分５００万円、ブロック

塀等耐震対策推進費補助金に１件分２０万円を計上しています。これらは県の補正予算等に関

連した追加計上でありまして、全額平成２７年度へ繰り越すものであります。 

 ２５節積立金５４１万4,０００円は、防災対策加速化基金への積立金としまして、高知県津

波避難対策等加速化臨時交付金を積み立てるものであります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。 

 １４ページをお願いします。 

 １１款１項分担金から１６ページ、１４款２項県補助金までは、歳出予算の財源としまして、

その負担率、補助率などに基づき計上しています。 

 １７ページをお願いします。 

 ２０款１項市債につきましては、国の補正予算関連事業への充当として、４目農林水産業債

に1,２００万円、退職手当の財源として１１目退職手当債2,９１０万円を計上しています。 

 そのほかの市債につきましては、起債事業の減額に伴った減額計上となります。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第２表地方債補正は、既定の地方債の借入限度額について変更するものであります。 

 １０ページをお願いいたします。 

 第３表繰越明許費補正は、国の補正予算等に関連した追加事業のほか、年度内完成を見込め

ない追加１８事業について、繰り越し予算の限度額を定めるものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億1,５２８万

7,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１７億9,８２９万円となり
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ます。 

 以上で、平成２６年度土佐清水市一般会計補正予算（第９号）の説明を終わります。 

 次に、議案第１０号「平成２７年度土佐清水市一般会計予算について」ご説明いたします。 

 歳出からご説明いたします。 

 一般会計予算書の４０ページをお開きください。 

 ２款１項３目財産管理費につきまして、１３節委託料1,９９８万6,０００円のうち、固定資

産台帳整備支援業務1,４００万円は、今後の地方公会計基準の導入に向けた固定資産台帳の整

備及び公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための公共施設等総合管理計画の策定

業務委託をするものであります。財源につきましては、特別交付税措置が見込まれます。 

 ４２ページから４３ページをお願いいたします。 

 ７目企画振興費につきまして、８節報償費３１５万円のうち、３００万円は第三セクターの

再編に関する専門アドバイザー及び公認会計士への報償費を計上しております。 

 ９節旅費１５９万5,０００円のうち、２年に一度開催される米国ジョン万祭りへの参加１名

分５４万円及びブラジル移民慰霊祭への参加２名分９７万5,０００円を計上しています。 

 １９節負担金、補助及び交付金5,２４７万8,０００円のうち、主なものとしましては、土佐

くろしお鉄道の平成２５年度からの経営助成基金造成計画に基づく負担金として1,１００万円、

昨年１０月より本格運行を開始しましたデマンド交通及び過疎地有償運送に係る中山間地域移

動手段確保事業補助金1,８３１万円を計上しています。 

 ４５ページから４６ページをお願いします。 

 １１目情報企画費につきまして、１３節委託料5,７８６万6,０００円のうち、社会保障・税

番号制度の導入に係るシステム改修費として4,２０１万2,０００円、高齢者や障害者を含めた

誰もが同様に情報を共有できるウェブ・アクセシビリティの基準等を満たし、スマートフォン

やタブレット端末対応のホームページにリニューアルを行う委託料として５７２万4,０００円

を計上しています。 

 １２目がんばる地方推進費につきまして、企画財政課所管の地域おこし協力隊事業に係る隊

員６名の人件費、活動費並びに募集経費として2,８９４万4,０００円を計上しております。 

 なお、地域おこし協力隊の人件費、活動費については、１人当たり４００万円を上限に、ま

た募集経費は１団体当たり２００万円を上限に、特別交付税措置が見込まれます。 

 １５節工事請負費には、足摺岬の教職員住宅をお試し移住施設として有効活用するための改

修工事に３５０万円を計上しています。 

 また、１９節負担金、補助及び交付金２９８万円のうち、移住促進支援事業補助金２５０万

円は、移住者向け住宅改修及び荷物処分等の経費補助として５戸分を計上いたしました。 



－ 21 － 

 ４７ページをお願いいたします。 

 １３目財政管理費につきまして、２５節積立金6,６２６万7,０００円のうち、地域福祉基金

繰戻金6,５８９万9,０００円は、平成１７年度に地域福祉基金6,５００万円を繰り替えて運用

しておりましたが、１０年間の期限を迎えることから、この間の利息相当分も含めて、一般会

計より繰り戻すものであります。 

 ４８ページをお願いします。 

 ２款２項１目賦課費につきまして、１３節委託料１５５万6,０００円のうち、新規事業とし

まして、本市ならではのキャラクターやデザイン等で工夫した原動機付自転車の御当地ナンバ

ープレートを導入し、情報発信等を行うため、プレート４００枚の製作費として２９万円を計

上しています。 

 詳細は、予算審議における事業説明書６ページをご参照ください。 

 ５４ページをお願いします。 

 ２款５項２目統計調査費につきましては、平成２７年度に実施する国勢調査、農林業センサ

ス、経済センサス、商業統計調査など、統計調査に要する費用として９７４万6,０００円を計

上しております。 

 ５５ページから５６ページをお願いします。 

 ３款１項２目障害者福祉費につきまして、１３節委託料2,２４３万6,０００円のうち、あっ

たかふれあいセンターきずなの家及び３市民センターで実施するあったかふれあいセンター事

業に2,２０７万3,０００円を計上しています。 

 また、２０節扶助費には、更正医療費1,５０８万5,０００円など４億1,８７１万6,０００円

を計上しております。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 ４目福祉医療費につきましては、引き続き中学卒業までの医療費無料化の実施に関する予算

を主に、２０節扶助費に8,７２６万円を計上しております。 

 ５９ページをお願いします。 

 ７目介護保険対策費につきましては、１９節負担金、補助及び交付金に低所得者に対する居

宅サービス費利用者負担額を減額するための介護保険利用者負担額助成金９００万円など

1,０００万円、また、２８節繰出金には、介護保険事業特別会計繰出金など、２億9,０７６万

8,０００円を計上しました。 

 ８目社会長寿費につきまして、現在、本市では福祉避難所を４カ所設置しておりますが、今

回、新たに２カ所と協定書を締結し、設置をすることから、備蓄倉庫及び備品等の整備費とし

て、１１節需用費５８万4,０００円のうち５６万4,０００円、１８節備品購入費２９７万
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3,０００円の合わせて３５３万7,０００円を計上しています。 

 １９節負担金、補助及び交付金１億１６７万1,０００円のうち、新規事業としまして介護予

防拠点整備事業費補助金8,５００万円は、今後１０年以上、いきいきサロンや運動教室などで

活用が見込まれる区長場や集会所等について、耐震やバリアフリー化などの改修を行う補助と

して、１カ所あたり８５０万円、１０カ所分を計上しました。財源につきましては、県補助金

１００％を見込んでおります。詳細は予算審議における事業説明書８ページをご参照ください。 

 ６１ページをお願いします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費につきましては、１９節負担金、補助及び交付金5,０８１万円

のうち、平成２７年度より実施される子ども・子育て支援新制度では、教育・保育施設等の利

用に当たり、市町村が保護者の申請を受け、支給認定を行い、その認定区分に基づき、施設を

利用する保護者への給付を施設が代理受領し、質の高い教育・保育を提供していく仕組みが創

設をされました。そのため、認定こども園への給付費として、子どものための教育・保育給付

（施設型給付） 4,６６９万 3,０００円、一時預かり事業（幼稚園型）補助金２７８万

8,０００円を計上しました。詳細は、予算審議における事業説明書１０ページから１１ページ

をご参照ください。 

 ６２ページをお願いします。 

 ２目保育所運営費につきましては、１９節負担金、補助及び交付金２億 6,０６３万

3,０００円のうち、先ほどの説明と同様に、子ども・子育て支援新制度の実施に伴い、保育所

への給付費として子どものための教育・保育給付（施設型給付）２億4,０６２万1,０００円を

保育所への給付費として計上しました。 

 受け入れは、歳入１２款１項２目２節保育施設使用料に計上しています。詳細は予算審議に

おける事業説明書１２ページをご参照ください。 

 ６４ページをお願いします。 

 ３款３項１目生活保護総務費につきまして、１３節委託料９８７万8,０００円のうち、生活

困窮者に対して就労、その他の自立支援を目的とし、相談・情報提供などを行う生活困窮者自

立相談支援事業に８６９万6,０００円を計上しています。 

 ６６ページから６７ページをお願いします。 

 ４款１項１目保健衛生総務費につきまして、８節報償費９３万7,０００円のうち７万

4,０００円、１１節需用費３９１万1,０００円のうち８万2,０００円、１２節役務費２０万

7,０００円のうち１万9,０００円、１３節委託料７３８万2,０００円のうち８７万7,０００円、

合わせて１０５万2,０００円は、平成２６年度より実施をしております小学校５年生と中学

１年生を対象とする採血検査の項目を拡充し、生活習慣病の早期発見とリスクを把握し、保護
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者を含む家族ぐるみの健康意識の向上を目指すことを目的に、小児生活習慣病予防検診を実施

するものであります。 

 また、新規事業としまして、１１節需用費３９１万1,０００円のうち、３１４万8,０００円、

１８節備品購入費７６７万6,０００円、合わせて1,０８２万4,０００円は、大規模災害発生後

の医療救護活動を円滑に実施をするために、医療救護所を市内５カ所に設置し、救護活動に必

要不可欠な備品等の整備を行うものです。 

 詳細は、予算審議における事業説明書９ページをご参照ください。 

 このほか、２８節繰出金に、国民健康保険事業特別会計及び水道事業特別会計への繰出金と

して、２億2,７７６万8,０００円を計上しています。 

 ７３ページから７４ページをお願いします。 

 ５款１項３目農業振興費につきまして、１９節負担金、補助及び交付金 7,２８９万

4,０００円のうち、主なものとしまして、農業の担い手、後継者対策として農業経営を目指す

研修期間や農業経営の開始直後の一定期間を支援する新規就農支援事業給付金に８７０万円、

集落営農をさらに推進し、規模拡大や経営安定化など、組織育成を図るため、三崎農業集団や

斧積営農組合など、集落営農組織への農業機械導入を支援する集落営農拠点ビジネス支援事業

費補助金に４３２万9,０００円、施設園芸ハウス内の環境データを見える化し、より適正な環

境をつくるために、炭酸ガスの供給を行い、光合成を促進することで、収量アップによる農家

所得の向上のため、必要な機器類導入に係る経費の補助として、環境制御技術導入加速化支援

事業に１６３万5,０００円を計上しています。詳細は、予算審議における事業説明書１３ペー

ジをご参照ください。 

 国土保全、水源涵養、景観形成など、農業農村の有する多面的機能の維持、発揮をはかるた

め、地域内の農業者が共同で取り組む地域活動を支援するもので、平成２７年度より、これま

で中山間直接支払いを受けている協定地区も対象となることから、多面的機能支払交付金に対

象１７地区、3,２５５万4,０００円、平成１６年より未利用状態が続いている斧積ロックウー

ルハウスを改修し、新たな担い手によって営農の再開を目指す園芸用ハウス活用促進事業費補

助金６７５万円を計上しています。 

 詳細は、予算審議における事業説明書１６ページをご参照ください。 

 ７６ページから７７ページをお願いします。 

 ５款２項２目林業振興費につきまして、１３節委託料2,９９９万2,０００円のうち、市有林

造林事業2,８４１万9,０００円は、森の工場実施計画及び森林経営計画等に沿った市有林の整

備として、加久見地区の赤木山ほか、２カ所の搬出間伐や再造林、作業道の補修等を行うもの

であります。 
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 １９節負担金、補助及び交付金2,０４９万4,０００円のうち、市産材使用住宅建築助成事業

費補助金３００万円は、市産材を使用し、かつ市内の建築業者によって住宅を建築する場合、

その木材の購入に要する経費に対して、３０万円を限度として助成するもので、林業振興及び

地域経済の活性化を図るものであります。高性能林業機械等整備事業費補助金６４８万円は、

林業生産コストの増加や、林業従事者の減少など、林業を取り巻く情勢が厳しいことから、高

性能林業機械の導入に要する経費を補助し、林業従事者の労働、生産性の向上を図るものであ

ります。 

 ３目鳥獣対策費につきまして、中山間集落保全担当の地域おこし協力隊事業に係る隊員１名

の人件費並びに活動経費として、４３４万8,０００円を計上しております。先ほども説明しま

したとおり、財源につきましては特別交付税措置が見込まれます。 

 ８節報償費2,４４６万円は、シカ・イノシシ・猿・カラスの捕獲報償金として、単独事業分

の８９８万円、平成２５年５月以降、３年間、シカ・イノシシのみ上乗せする緊急捕獲等対策

事業の８９２万円及びシカ個体数調整事業の６５６万円を合わせたものとなります。 

 また、１９節負担金、補助及び交付金２１１万4,０００円のうち、シカの侵入を防止する溶

接金網等の購入支援に、シカ被害特別対策事業費補助金１０５万4,０００円を計上しています。 

 ７８ページから７９ページをお願いします。 

 ５款３項２目水産振興費につきまして、１３節委託料９４１万3,０００円のうち、新規事業

として土佐食株式会社への委託、製造工程の効率化による生産量拡大・収益向上事業２４０万

1,０００円は、緊急雇用創出臨時特例基金で実施するものです。詳細は予算審議における事業

説明書１７ページをご参照ください。 

 １９節負担金、補助及び交付金5,０４１万1,０００円のうち、主なものとしましては、種子

島周辺漁業対策事業補助金1,１２３万4,０００円は、窪津の製氷冷蔵施設のリモートコンデン

サー及び貯氷用冷凍機の老朽化更新に７２０万5,０００円、高知県漁協下ノ加江支所のホイス

トクレーン及び自動計量器２基の老朽化更新に２１０万6,０００円、マグロ・カツオ船の衛星

通信システムの保守管理及び通信データサービス利用料に１９２万3,０００円となります。 

 水産業振興事業補助金1,７８６万5,０００円のうち、1,６６６万7,０００円は、窪津漁協の

新事務所をＣＬＴ工法により建築する事業費の４分の１を補助するものであります。 

 新規漁業就業者支援事業費補助金1,４４６万5,０００円は、５名分の研修生活支援、技術者

への報酬等になります。 

 清水サバ水揚げ促進事業費補助金１３０万円は、高齢化等による漁業者の減少により激減し

ている清水サバの水揚げ増加を図るため、立て縄漁に係る漁具作成の仕組みを構築する支援費

を補助するものであります。詳細は、予算審議における事業説明書１８ページをご参照くださ
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い。 

 ２１節貸付金、メジカ需給調整対策協議会貸付金3,０００万円は、近年、不漁等の影響によ

り不足しているメジカの原魚を確保し、加工業者、漁業者がともに安定的に事業を継続してい

くために、原魚の買い入れ、冷凍保存、販売の仕組みづくりとして、その仕入れ費用について

貸し付けを行うものであります。 

 ８１ページをお願いします。 

 ６款１項１目商工振興費につきまして、１９節負担金、補助及び交付金６６６万9,０００円

のうち、みんなの買い物支援事業費補助金３１９万2,０００円は、がんばろう屋運営協議会が

高齢者をはじめとする買い物弱者への宅配、配達事業等を実施するため、事業費の５分の３を

補助するものであります。 

 ８２ページから８４ページをお願いします。 

 ３目観光振興費につきまして、観光振興担当の地域おこし協力隊事業に係る隊員１名の人件

費並びに活動経費として４１０万4,０００円を計上しております。財源につきましては、特別

交付税措置が見込まれます。 

 １３節委託料2,８００万5,０００円のうち、しまんと・あしずり号周遊観光バス運行事業

７６３万1,０００円は、四万十川の遊覧、河原散策、足摺岬ガイドツアー、竜串見残し散策な

ど、四万十・竜串エリアを周遊する観光バスを運行し、広域観光と二次交通の確保、観光客の

誘客を図るために、四国旅客鉄道株式会社へ委託を行うものです。 

 財源につきましては、県３分の１、四万十市９分の２、残り９分の４が一般財源となります。 

 １９節負担金、補助及び交付金2,８０１万3,０００円のうち、幡多広域観光協議会運営費負

担金４５８万円は、幡多６市町村と４市町の観光協会が連携を密にしながら、教育旅行等の交

流人口の拡大を図るための施策や、基盤整備を推進し、観光振興と地域活性化に貢献すること

を目的として、広域エリアでの事業展開を支援するものであります。 

 ８５ページから８６ページをお願いします。 

 ５目ジオパーク推進費につきまして、ジオパーク推進担当の地域おこし協力隊事業に係る隊

員１名の人件費並びに活動経費３７６万2,０００円を計上しております。財源につきましては、

特別交付税措置が見込まれます。 

 また、日本ジオパーク認定に向けた取り組みを加速化させるものでありまして、予算としま

しては、日本ジオパーク委員会委員や大学教授、ジオ専門員等の招聘による講演会等の開催、

日本ジオパークネットワーク全国大会や全国研修会等への視察、日本ジオパーク準会員負担金

など2,６９２万9,０００円を計上しております。 

 ８８ページをお願いします。 
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 ７款２項１目道路新設改良費につきまして、１３節委託料6,３２８万4,０００円のうち、

6,２００万円には、社会資本整備交付金事業で実施する市道橋定期点検のほか、下ノ加江橋、

五味橋などの市道橋（修繕等）実施設計業務委託費などを計上しています。 

 １５節工事請負費には、社会資本整備交付金事業で実施する市道市場寿汐見線、市道グリー

ンハイツ８号線等、市道三崎斧積上野線など、合わせて市道８路線の改良工事２億1,５００万

円、市道改良単独工事6,５００万円の合わせて２億8,０００万円を計上しました。 

 ９０ページから９１ページをお願いします。 

 ７款４項３目清水第三土地区画整理費につきましては、区画整理事業の平成２９年度完成に

向け、１９節負担金、補助及び交付金に7,０１９万1,０００円、２１節貸付金に１１億

1,１１１万6,０００円を計上しました。 

 ４目地籍調査費につきましては、有永の一部、加久見の一部地区の現地調査等に2,２７６万

円を計上しております。 

 ９５ページをお願いします。 

 ８款１項４目消防施設費につきまして、１８節備品購入費に消防本部の機能強化を図るため、

水槽付消防ポンプ自動車購入費に5,７０８万3,０００円を計上しています。老朽化に伴う更新

となります。財源につきましては、補助基準額の３分の２の国庫補助金1,４９７万円、残りに

過疎対策事業債を見込んでおります。詳細は、予算審議における事業説明書３１ページをご参

照ください。 

 ９６ページから９８ページをお願いします。 

 ６目災害対策費につきまして、１１節需用費８４５万3,０００円のうち、非常時に備えた備

蓄用食料9,４６０食分の購入費４２３万4,０００円、各自主防災組織に配備の防災倉庫の備蓄

品２８カ所分、１４１万2,０００円を消耗品費に計上しております。 

 １３節委託料3,７３７万7,０００円のうち、大規模災害の発生後に市役所業務の立ち上げ時

間の短縮を図り、適切な業務執行につなげることを目的とした事業継続計画策定業務に

４６６万6,０００円、木造住宅の耐震化を促進するための木造住宅耐震戸別訪問等業務に

２８２万2,０００円、災害時に一斉送信メールによる職員の安否確認及び参集のためのシステ

ム構築業務に５万1,０００円、宗呂小学校を改築して整備するための下川口地区防災拠点施設

設計業務１１２万2,０００円、斧積地区に建設を予定している三崎地区防災拠点施設工事施工

監理業務３６６万2,０００円を計上しております。財源につきましては、緊急防災減災事業債

を見込んでおります。各事業の詳細につきましては、予算審議における事業説明書１ページか

ら４ページをご参照ください。 

 １５節工事請負費２億5,１３６万円のうち、津波避難路等整備工事１億4,０８０万円は、津
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波避難路の整備、太陽光発電式避難誘導灯整備及び防災倉庫の設置工事費を計上しています。 

 また、三崎地区防災拠点施設工事１億1,０２０万円を計上しております。財源につきまして

は、緊急防災減災事業債を見込んでおります。 

 １８節備品購入費1,４１８万1,０００円のうち、防災拠点施設に配備する発電機などの備品

一式２カ所分として、地域防災拠点施設用備品購入費1,３４２万6,０００円を計上しておりま

す。 

 １９節負担金、補助及び交付金4,２０７万3,０００円のうち、住宅倒壊を防ぎ、住民の安全

に期することを目的とした木造住宅耐震改修設計費補助金に２３件分４６０万円。木造住宅耐

震改修補助金に１９件分1,７１０万円、災害用の資機材の再整備や避難路を整備するための資

材の購入支援など、自主防災組織育成強化事業費補助金に５６０万円、地震発生時に倒壊の危

険性が高い老朽住宅の除却や、コンクリートブロック塀の整備などにより、避難経路の封鎖を

未然に防止することを目的とした老朽住宅除却事業補助金に１００件1,０００万円、ブロック

塀等耐震対策推進事業補助金に９件分１８０万円、自宅の家具の転倒等による被害を軽減する

ための家具転倒防止対策事業費補助金７５万円などを計上しております。 

 ９９ページから１００ページをお願いします。 

 ９款１項２目事務局費につきまして、１３節委託料に学校給食の実施に向け、市の既存施設

を利用し、学校給食センターの機能をもたせるために、学校給食衛生管理基準に適合した施設

として、改修及び増築するための学校給食施設基本設計委託３５０万円を計上しました。 

 財源につきましては、過疎対策事業債を見込んでおります。詳細は予算審議における事業説

明書２１ページをご参照ください。 

 １９節負担金、補助及び交付金５６５万6,０００円のうち、連携型中高一貫教育の推進に当

たり、計画的、継続的な教育を行い、特色ある教育課程の編成や、教員及び生徒の交流など、

教育活動を推進するため、土佐清水市連携型中高一貫教育推進事業補助金１００万円を計上し

ております。 

 １０２ページから１０３ページをお願いします。 

 ９款２項３目学校建設費につきましては、清水小学校を現地にて建て替えをするための予算

を計上しております。 

 １３節委託料に清水小学校改築工事監理業務委託など４４３万2,０００円、１４節使用料及

び賃借料に仮設職員室リース料２６４万6,０００円、１５節工事請負費２億7,３１３万円のう

ち、単独事業としてエアコン設置及び電源設置工事や仮設職員室等建築工事など、小学校建設

整備事業4,７５１万円、補助事業として清水小学校改築工事や体育館及び校舎の一部の解体工

事を行う学校施設環境改善事業２億2,５６２万円を計上しております。 
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 委託業務や改築及び解体工事等の財源につきましては、国庫補助金及び過疎対策事業債を見

込んでおります。詳細につきましては、予算審議における事業説明書２４ページから２９ペー

ジをご参照ください。 

 清水小学校の改築は、第１期工事として体育館及び校舎の一部を解体し、その跡地に鉄筋コ

ンクリート造３階建校舎を、平成２８年度末までに建設。第２期工事として残りの校舎を解体

し、平成２９年度末までに体育館及び校舎の一部の建設を予定をしております。 

 １０７ページをお願いします。 

 ９款４項６目公民館建設費につきましては、施設の老朽化と南海地震津波対策のため、旧市

民体育館跡地へ防災拠点施設としての機能を有する中央公民館を建設するための予算を計上し

ています。 

 １３節委託料に中央公民館等新築工事監理委託業務1,０６０万円、１５節工事請負費に中央

公民館等新築工事５億3,０００万円を計上しています。財源につきましては、全額緊急防災減

災事業債を見込んでおります。詳細は予算審議における事業説明書３０ページをご参照くださ

い。 

 １０８ページから１０９ページをお願いします。 

 ９款６項１目教育センター費につきましては、教育研究所、スクールソーシャルワーカー、

適応指導教室、少年補導センターが一体となり、子どもたちの健全育成に取り組むための予算

として、3,３８７万9,０００円を計上しています。 

 １１２ページから１１６ページにかけまして、給与費明細書を。１１７ページに債務負担行

為に係る調書を。１１８ページに地方債に関する調書をそれぞれ付しております。 

 次に、歳入について説明いたします。１５ページをお願いします。 

 １款１項市民税につきましては、サンゴの水揚げ増による課税所得の増加や税制改正により

１１月申告分より法人税割税率が減少するものの、企業の業績向上が見込まれること、また、

前年度の状況や景気の動向、徴収率などを勘案し、１目個人に４億5,６３１万7,０００円、

２目法人に5,０３９万8,０００円を計上しています。 

 ２項固定資産税につきましては、太陽光発電設備の償却資産分の増が見込まれるものの、課

税客体の増減や評価替えにより土地の下落が予想されること。また、前年度の状況や徴収率な

どを勘案し、１目固定資産税に５億3,２３６万1,０００円、２目国有財産等所在市町村交付金

及び納付金に1,１５０万8,０００円を計上しています。 

 ３項軽自動車税につきましては、前年度の状況などから台数を見込み、徴収率などを勘案し

た上、4,０５９万1,０００円を計上しています。 

 １６ページをお願いします。 
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 ４項市たばこ税につきましては、前年度の状況などから、本数を見込み、徴収率などを勘案

した上、9,６７１万3,０００円を計上しています。 

 ５項入湯税につきましては、前年度の状況や徴収率などを勘案し、1,５９１万2,０００円を

計上しています。 

 ２款１項地方揮発油譲与税から１８ページ、９款地方交付税までは、平成２７年度地方財政

計画や高知県当初予算案を参考に見込んでおります。 

 地方交付税につきましては、普通交付税３５億5,０００万円、特別交付税５億8,０００万円

を見込み、前年度比0.７％、3,０００万円減の４１億3,０００万円を計上しております。 

 １９ページから２１ページをお願いします。 

 １２款１項使用料につきましては、それぞれの施設の使用料、占用料を計上いたしました。 

 ２項手数料につきましては、それぞれの事務、業務に係る手数料を計上しております。 

 ２１ページをお願いします。 

 １３款１項国庫負担金から２９ページ、１４款３項県委託金までは、歳出で説明いたしまし

た各事業、業務の国や県の負担率、補助率等に基づいて計上したものでありますので、説明を

省略させていただきます。 

 ３１ページをお願いします。 

 １７款１項基金繰入金につきましては、３目財政調整基金繰入金9,８６５万4,０００円、防

災倉庫及び防災拠点施設の備品整備の財源として、４目防災対策加速化基金繰入金７４２万円

を計上しています。 

 ３４ページから３６ページをお願いします。 

 ２０款１項市債につきまして、１０目臨時財政対策債に２億7,０００万円、１１目退職手当

債に3,２９０万円を計上しております。１目総務債から９目災害復旧事業債までは、歳出事業

の財源として、それぞれ充当率に基づいて計上いたしました。 

 ９ページをお願いいたします。 

 第２表債務負担行為につきましては、事項ごとに期間、限度額を定めるものであります。 

 １０ページから１１ページをお願いいたします。 

 第３表地方債につきましては、それぞれの起債の目的ごとに限度額、起債の方法、利率、償

還の方法を定めるものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、平成２７年度土佐清水市一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ

１１１億9,５００万円となります。なお、一時借入金の借り入れの最高額は、２０億円と定め

るものであります。 
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 以上で、平成２７年度一般会計予算の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） この際、午食のため、午後１時まで休憩をいたします。 

          午前１１時５４分   休  憩 

          午後 １時００分   再  開 

○議長（永野裕夫君） 休憩前に続いて会議を開きます。 

 午前に引き続き、予算案並びに条例案等に対する内容説明を求めます。 

 議案第７号「平成２６年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第３号）について」及び

議案第１４号「平成２７年度土佐清水市介護保険特別会計予算について」の議案２件について

説明を求めます。 

 健康推進課長。 

          （健康推進課長 戎井大城君登壇） 

○健康推進課長（戎井大城君） 議案第７号「平成２６年度土佐清水市介護保険特別会計補正

予算（第３号）について」説明いたします。 

 補正予算書の９ページをお願いします。 

 歳出について説明いたします。 

 １款１項１目１３節委託料３４０万5,０００円は、介護保険制度改正に並びに介護報酬等の

改定に伴い、介護保険システムの改修が必要なことから補正計上したものです。 

 次に、８ページ歳入をお願いします。 

 ３款２項４目介護保険事業費補助金１７０万2,０００円、７款１項４目その他一般会計繰入

金１７０万3,０００円は、介護保険システムの改修費に係る国庫補助金と一般会計繰入金です。 

 １ページをお願いします。 

 以上によりまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３４０万5,０００円を

追加し、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１億9,１８９万2,０００円となります。 

 以上、議案第７号「平成２６年度土佐清水市介護保険特別会計補正予算（第３号）につい

て」の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１４号「平成２７年度土佐清水市介護保険特別会計予算について」主な

ものを説明いたします。 

 予算書の２１１ページをお願いします。 

 歳出から説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費は、事務職員の人件費等として、2,６１４万9,０００円を計上しま

した。 
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 ２１２ページをお願いします。 

 １款３項２目認定調査等費は、介護認定調査員の人件費及び１２節役務費手数料は、認定申

請に伴う主治医意見書料など、合計で1,９１９万9,０００円を計上しました。 

 ２１３ページから２１５ページをお願いします。 

 ２款１項介護サービス等諸費の１目から１０目までは、居宅介護サービス給付費など、介護

サービス関連費用として、給付費見込み額により２１４ページになりますが、合計で１６億

7,２９５万5,０００円を計上しました。 

 ２款２項介護予防サービス等諸費の１目から８目までは、要支援１、２の方を対象とする給

付費として、介護予防サービス給付費など、２１５ページになりますが、合計で6,７４１万

4,０００円を計上しました。 

 ２款４項１目高額介護サービス費、１９節負担金は、要介護１から５の方が対象のサービス

で、同じ月に利用したサービスの自己負担の合計額が一定の額を超えた場合、その超えた金額

を支給するもので、5,８１８万円を計上しました。 

 ２１６ページから２１７ページをお願いします。 

 ２款６項特定入所者介護サービス等費の１目から４目までは、低所得者の要介護者が施設サ

ービス等を利用したときの食費、居住費の補足給付サービス費として、２１７ページになりま

すが、合計7,８２４万円を計上しました。 

 ２１７ページから２１９ページをお願いします。 

 ４款１項１目介護予防生活支援サービス事業費は、訪問型サービス、通所サービスを行う介

護予防生活支援総合事業など、２１８ページになりますが、1,３９７万7,０００円を計上しま

した。 

 ４款２項１目一般介護予防事業費は、介護予防普及啓発・地域介護予防活動支援事業など、

一般高齢者等の介護予防施策として２１９ページになりますが、4,０８６万7,０００円を計上

しました。 

 ４款３項１目包括的支援事業費は、総合相談支援事業や認知症対策、在宅医療・介護連携事

業を行う高齢者包括的支援事業など、3,８６６万2,０００円、同じく２目任意事業費は、配食

サービスや成年後見制度普及啓発・相談支援事業など、1,４６９万2,０００円を計上しました。 

 次に、２０６ページ、歳入をお願いします。 

 １款１項１目第１号被保険者保険料は、保険料を段階別に積み上げた保険料見込み額として、

１節現年度分特別徴収保険料２億8,７３１万9,０００円、２節現年度分普通徴収保険料

3,５４８万5,０００円を計上しました。 

 ３款１項１目介護給付費負担金は、１節現年度分を負担割合に基づき、３億3,３５５万
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3,０００円を計上しました。 

 ３款２項１目調整交付金の１節現年度分１億7,８２９万4,０００円は、本来の負担割合は

５％ですが、本市の後期高齢者の割合や所得に係る調整等により、9.４６％として、給付費見

込み額に乗じて計上しました。 

 ２０７ページをお願いします。 

 ４款１項支払基金交付金は、２号被保険者分として、負担割合に基づき計上しておりまして、

１目介護給付費交付金、２目地域支援事業支援交付金合わせて５億4,３３１万8,０００円を計

上しました。 

 ２０８ページをお願いします。 

 ５款１項１目介護給付費負担金は、１節現年度分を２億7,８９７万8,０００円を計上しまし

た。 

 ２０９ページをお願いします。 

 ７款１項１目介護給付費繰入金の１節現年度分２億3,５５８万9,０００円は、給付費見込み

額に対し負担割合に基づき計上しました。 

 同じく５目その他一般会計繰入金4,８５９万4,０００円は、職員の人件費、事務費として計

上しました。 

 一般会計の繰入金は、合計３億７７１万2,０００円となります。 

 ７款２項１目介護給付費等準備基金繰入金は、介護給付費等に充てるため2,１９７万

9,０００円を計上しました。 

 １９９ページをお願いします。 

 以上によりまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２０億6,５３２万4,０００円を

計上しました。 

 なお、一時借入金の借入最高額は２億円と定めました。 

 以上、審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第８号「平成２６年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事

業特別会計補正予算（第２号）について」、議案第９号「平成２６年度土佐清水市介護サービ

ス事業特別会計補正予算（第３号）について」、議案第１５号「平成２７年度土佐清水市指定

介護老人福祉施設事業特別会計予算について」及び議案第１６号「平成２７年度土佐清水市介

護サービス事業特別会計予算について」の議案４件についての説明を求めます。 

 しおさい園長。 

          （しおさい園長 中島東洋君登壇） 

○しおさい園長（中島東洋君） 議案第８号「平成２６年度土佐清水市指定介護老人福祉施設
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事業特別会計補正予算（第２号）について」ご説明いたします。 

 はじめに、今回、平成２６年度の決算見込みを精査しておりましたところ、見込み誤りによ

る大幅な歳入減が判明したため、歳入の減額を余儀なくされました。大変申しわけありません

でした。おわび申し上げます。 

 それでは、補正予算書の６ページ、歳入をお願いします。 

 １款１項１目施設介護サービス費のうち、１節施設介護サービス費収入 2,７５８万

1,０００円の減額は、先ほど申し上げましたとおり、歳入見込みの誤りによる減額補正を計上

するものです。 

 また、５款１項１目１節特別養護老人ホーム事業基金繰入金として、基金の取り崩しによる

2,３０４万3,０００円の増額補正を計上しております。 

 また、５款３項１目１節特別会計繰入金として、介護サービス事業特別会計より４５３万

8,０００円を繰り出し、増額補正を計上するものです。 

 以上により、歳入歳出予算総額は変わらず、歳入歳出それぞれ４億1,５７３万7,０００円と

なります。 

 続きまして、議案第９号「平成２６年度土佐清水市介護サービス事業特別会計補正予算（第

３号）について」ご説明いたします。 

 補正予算書の７ページ、歳出をお願いします。 

 １款１項１目短期入所生活介護事業費のうち、３節職員手当等５６万3,０００円は、職員

１２人の超過勤務手当等の増額、２８節繰出金４５３万8,０００円は、剰余金を指定介護老人

福祉施設事業に繰り出しをするもので、合計５１０万1,０００円の増額補正を計上するもので

す。 

 同じく６ページ、歳入をお願いします。 

 １款１項１目１節短期入所生活介護費収入として２３８万9,０００円の増額、１款２項１目

１節短期入所生活介護自己負担金として２５万円の増額は、ショートステイの１日平均利用者

が当初の8.５人から１０人を超える増加が見込まれるため増額をするものです。 

 ３款１項１目１節は、平成２５年度からの繰越金が２４６万2,０００円となるもので、合計

５１０万1,０００円の増額補正を計上するものです。 

 次に１ページをお願いします。 

 既定の予算総額に歳入歳出それぞれ５１０万1,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額は歳

入歳出それぞれ4,４２２万円となります。 

 続きまして、議案第１５号「平成２７年度土佐清水市指定介護老人福祉施設事業特別会計予

算について」ご説明いたします。 
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 予算書の２３４ページをお願いします。歳出からご説明いたします。 

 １款１項１目一般管理費では、人件費が主なものでして、２節、３節、４節で２億

7,１６６万1,０００円、７節賃金7,０２３万3,０００円、人件費合計で３億4,１８９万

4,０００円を計上しております。 

 施設管理面の主なものでは、１３節委託料、夜間警備等の６１５万円を計上しておりまして、

一般管理費合計で３億5,７２５万円となっております。 

 次に、２３５ページをお願いします。 

 ２款１項１目施設介護サービス事業費で5,７２１万6,０００円を計上しております。主なも

のといたしましては、１１節需用費のうち、賄材料費が2,８１７万8,０００円、光熱水費が

1,０７４万6,０００円を計上しております。備品購入費では、利用者の褥瘡予防にエアマット

の購入やリクライニング車いすなど、備品を計画的に購入しておりまして、２００万円を計上

しております。 

 次に、２３２ページをお願いします。 

 歳入１款１項１目施設介護サービス費収入、３億３１０万2,０００円を計上しております。

前年度対比９２６万6,０００円の減額となっておりますが、これは４月からの介護保険制度改

正の影響で、介護報酬の引き下げ等による減額となっております。そのほか、自己負担金収入、

基金繰入金、雑入等を合わせまして、歳入合計４億1,４９６万6,０００円を計上しております。 

 次に、２２７ページをお願いします。 

 これにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億1,４９６万6,０００円となりま

す。なお、一時借入金の借り入れの最高額は１億円と定めております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１６号「平成２７年度土佐清水市介護サービス事業特別会計予算につい

て」ご説明いたします。 

 予算書の２５０ページをお願いします。歳出からご説明いたします。 

 １款１項１目短期入所生活介護事業費は、人件費、２節、３節、４節で合計2,６８３万

1,０００円を計上しております。 

 内訳は、介護員２名、看護師１名、事務職１名の４名配置となっております。需用費の

５０４万7,０００円のほか、事業運営に必要な経費として、歳出合計4,１１２万2,０００円を

計上しております。 

 次に、２４８ページをお願いします。歳入についてご説明いたします。 

 １款１項１目居宅介護サービス費収入として、3,２０８万2,０００円、１款２項１目自己負

担金収入として６４８万7,０００円、また３項は低所得者の負担軽減措置として導入されてお
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ります特定入所者介護サービス費収入として２５４万8,０００円で、歳入合計4,１１２万

2,０００円を計上しております。 

 次に、２４３ページをお願いします。 

 これにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,１１２万2,０００円となります。 

 以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第１１号「平成２７年度土佐清水市水道事業会計予算につ

いて」説明を求めます。 

 水道課長。 

          （水道課長 田村和彦君登壇） 

○水道課長（田村和彦君） 議案第１１号「平成２７年度土佐清水市水道事業会計予算につい

て」ご説明いたします。 

 予算書の１１９ページをお願いします。 

 第２条の業務の予定量につきましては、給水戸数を7,２３９戸、前年度より１７０戸の減と

見込みました。主要な建設改良費の工事請負費及び委託料として、２億6,７６９万円を計上し

ました。 

 第３条の収益的収入及び支出につきましては、営業活動についての予算でございまして、収

入の合計は第１款水道事業収益として３億3,０８０万円、支出の合計は第１款水道事業費用と

して３億1,４０６万5,０００円を計上しました。 

 次に、１２０ページをお願いします。 

 第４条の資本的収入及び支出につきましては、主に施設の建設改良に係る予算でございまし

て、収入の合計は第１款資本的収入として２億5,０４１万3,０００円、支出の合計は第１款資

本的支出として３億9,８８４万5,０００円を計上しました。 

 この結果、条文の括弧書きにありますように、資本的収入額が資本的支出額に対して不足す

る額１億4,８４３万2,０００円は、過年度分当年度分損益勘定留保資金及び利益剰余金で補填

するものとします。 

 続いて、１２５ページをお願いします。 

 平成２５年度予算までは、資金計画を予算資料として添付しておりましたが、地方公営企業

会計制度の改正により、平成２６年度からはキャッシュ・フロー計算書を添付することとなり

ました。業務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動

によるキャッシュ・フローで、現金の増減をあらわしております。 

 続いて、１３０ページをお願いします。 

 平成２６年度の予定の貸借対照表でありまして、保有する全ての資産、負債、資本を示した
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ものであります。 

 １３１ページ、右の中段にあります資産の合計は、２６年度末の予定額として３５億

7,９５４万3,８８７円となりまして、１３３ページ、右下の負債と資本の合計額と一致してお

ります。 

 １３８ページをお願いします。 

 平成２６年度予定の損益計算書でありまして、ここ１年間の収益と費用を見込んだ営業成績

を示したものです。 

 次に、１３９ページの右下から４番目にあります平成２６年度の純利益は、2,６９９万

1,０００円と見込んでおります。 

 次に、１４０ページからが先ほど申しました収益的収支と資本的収支の款項目別の明細であ

ります。主なものについてご説明いたします。 

 まず、収益的収入につきまして、１款１項１目上水道給水収益の水道使用料は、１億

5,７３５万1,０００円、４目簡易水道給水収益の水道使用料は、１億1,０１０万7,０００円を

計上しまして、上水道、簡易水道の合計で２億6,７４５万8,０００円、前年度より１８９万

7,０００円の減で見込んでおります。 

 １４１ページをお願いします。 

 営業外収益４目に平成２６年度より長期前受金繰入額の項目を設けております。これは会計

基準の改正によりみなし償却制度が廃止され、補助金、負担金、受贈財産に係る減価償却費及

び除却費を計上しています。 

 １４２ページからは、収益的支出であります。 

 １４３ページをお願いします。 

 １款１項２目上水道給水及び配水費の委託料６９１万 7,０００円のうち、４００万

5,０００円は、漏水調査を専門業者に委託するものです。 

 １４５ページをお願いします。 

 ８目簡易水道、原水及び浄水費の委託料８４２万7,０００円のうち、７１９万9,０００円は、

職員削減に伴い、従来から民間委託を行っていた半島８施設、東部６施設、西部３施設の管理

を民間委託するものです。 

 １４９ページをお願いします。 

 資本的収入につきまして、１款１項１目企業債１億4,３４０万円は、斧積簡易水道整備事業

に4,４００万円、窪津簡易水道整備事業に8,８９０万円、中浜簡易水道整備事業に1,０５０万

円を借り入れするものであります。 

 ３項１目簡易水道施設整備事業費9,２６２万4,０００円についても、斧積簡易水道整備事業
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に係る国庫補助金2,６６８万8,０００円と窪津簡易水道整備事業に係る国庫補助金5,８９２万

円、中浜簡易水道事業に係る国庫補助金７０１万6,０００円でございます。 

 １５０ページの資本的支出につきまして、１款１項１目拡張改良費の委託料5,０２５万

6,０００円は、斧積の現場管理、窪津の実施設計、中浜の実施設計、三崎・松崎配水池耐震補

強実施設計の調査委託料であります。 

 同じく工事費２億1,７４３万4,０００円は、斧積簡易水道整備事業に7,８６８万9,０００円

と窪津簡易水道整備事業に１億1,４２４万6,０００円、中浜簡易水道整備事業に1,４４９万

9,０００円、漏水対策のための配管布設替工事として1,０００万円を計上しました。 

 １５１ページをお願いします。 

 ２項企業債償還金の合計9,８６４万7,０００円は、上水道と簡易水道についての起債の元金

分でございます。 

 最後に１５２ページをお願いします。 

 平成２６年度当初予算より新たな予算説明資料として注記を設けることとなりましたので、

注記を添付しております。 

 以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第１２号「平成２７年度土佐清水市国民健康保険事業特別

会計予算について」及び議案第１３号「平成２７年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算

について」の議案２件について説明を求めます。 

 市民課長。 

          （市民課長 岡田敦浩君登壇） 

○市民課長（岡田敦浩君） 議案第１２号並びに議案第１３号について説明をさせていただき

ます。 

 まず、議案第１２号「平成２７年度土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算について」を

ご説明いたします。 

 予算に先立ちまして、制度等の改正について少し説明をさせていただきます。 

 平成２７年度の国民健康保険制度改正等は、平成２５年１２月に制定された持続可能な社会

保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律、通称プログラム法に示された受益と負

担の適正化を図るための施策として実施をされるものです。 

 １点目としまして、賦課限度額の見直しが昨年度に引き続き行われます。基礎課税分を１万

円引き上げ、５１万円を５２万円に。後期支援分を１万円引き上げ１６万円を１７万円に。介

護納付分を２万円引き上げ１４万円を１６万円に見直すものです。 

 今回の見直しにより、最大限度額は８１万円が８５万円に４万円引き上げとなります。 
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 ２点目、低所得者に対する軽減の拡充を昨年度に引き続き実施し、均等割、平等割の５割、

２割の軽減対象者の拡大が図られます。 

 以上の２点が予定されています。 

 また、昨年来、公費による財政支援を前提とした国保改革が論議され、動向を注視してきた

ところでございますが、その骨子が決定し、関係法案が今国会に３月上旬に上程されることと

なります。 

 まず、国保の都道府県化の時期でありますが、当初は平成２９年４月が目安にされていまし

たが、消費税の増税実施時期等の先送りによる財源確保や地方との協議の中での意見もあり、

平成３０年４月と１年間と延期となっております。 

 事務の分担でございますが、財政運営全般を都道府県が担い、資格管理、保険給付、保険料

の賦課徴収、保険事業は住民と密接な関係にある市町村が担うという方向が決定し、その具体

的な部分は今後も引き続き、地方と協議を進めるということが示されております。 

 さて、予算編成でありますが、過去の実績を踏まえ、さらに最近における制度変更や医療費

の動向等を考慮した上で予算計上しております。 

 平成２７年度から共同事業の対象範囲が全医療費に拡大となりますので、その影響等により

予算総額が前年度比３億1,７００万円ほど増加し、３０億円を超える予算となっております。 

 主だったものを歳出からご説明いたします。１６９ページをお願いいたします。 

 １款１項総務管理費は、国保運営を行うための人件費や事務費、専門的かつ効率的に業務を

行う委託料や負担金等を計上しております。 

 次に、１７０ページをお願いします。 

 １款２項１目賦課徴収費、１９節負担金は、幡多広域租税債権管理機構へ支出するもので、

国保分として２８件の３５６万2,０００円を予算措置しております。 

 ２６年度は、２月送金分までで延滞金を含め、８２６万5,０００円余りを徴収しております。 

 次に、同ページで下段から１７３ページの上段にかけての２款保険給付費は、外来、入院や

調剤などに係る療養給付費や高額療養費などでありまして、年間平均被保険者数を5,４０９人

で見込み、１人当たりの医療費、伸び率、過去の実績等を勘案し、２款全体で１７億

7,７６４万1,０００円を計上しております。 

 同じく１７３ページ中段の３款１項１目後期高齢者支援金につきましては、いわゆる国５、

保険者４、被保険者１の４の部分の本市国保の持ち分で、１人当たり５万7,２２０円で概算見

込みを行い、過年度の精算分を調整し計上しました。 

 次に、１７４ページ、６款介護納付金につきましては、国保の４０歳以上６５歳未満の第

２号被保険者数を2,１９０人、１人当たり６万7,７６２円で概算見込みを行い、過年度の精算
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分を調整し計上しました。 

 同ページ下段から１７５ページ上段の７款共同事業拠出金は、国保連合会が実施主体となり、

高額な医療費の発生に対する再保険的な事業を県下全市町村で行っております。 

 １目高額医療費共同事業医療費拠出金は、８０万円以上のレセプトを対象に国及び県が各

４分の１を負担し、財政調整を行い、また３目保険財政共同安定化事業拠出金は、従来３０万

円から８０万円未満のレセプトを対象としておりましたが、本年４月からは８０万円未満の全

医療費を対象とすることになり、７款合計予算額は前年度比２億8,３３１万円増の５億

9,０８９万8,０００円を計上しております。 

 同ページ中段の８款１項特定健康診査等事業費では、４０歳から７４歳までの被保険者の生

活習慣病に関する健康診査等を実施するため、集団及び個別の特定健康診査委託料や健診結果

に基づく特定保健指導関係経費等を計上しております。 

 同ページ下段から１７６ページ上段の８款２項保険事業費では、疾病の予防、早期発見によ

る重症化、長期化の防止や健康の保持増進を目的に、糖尿病予防、健康展、ジェネリック医薬

品普及促進事業費等を計上しており、ジェネリックへの切り替え効果は２２年１２月の通知開

始から毎年人数、効果額も上がってきており、本年２月通知分までで累計 6,２５８万

8,０００円、２６年度では月平均約２１０万円の効果となっております。 

 次に、１７７ページをお願いします。 

 １２款繰上充用金は、平成２５年度に発生した赤字補填のために平成２６年度より拠出した

約5,６００万円と、平成２６年度において税率改正を行い、財源確保を図ったものの、歳入の

療養給付費交付金、前期高齢者交付金が大きく見込みを下回ったことにより、平成２６年度に

おいても8,７７０万2,０００円の赤字が見込まれ、これを平成２７年度予算より補填するため

に計上しております。 

 歳入に移ります。 

 １６３ページをお願いいたします。 

 １款国民健康保険税は、平成２６年度に改正をいたしました税額に被保険者の減少を見込ん

で算定した額を計上しております。 

 過去の税収実績及び平成２６年度の収納見込額や、保険基盤安定に係る軽減額等を考慮し、

４億4,７３５万4,０００円を計上しております。 

 次に、１６４ページ、３款国庫支出金から１６５ページ、６款県支出金につきましては、医

療給付費の見込み額、後期高齢者支援金、介護納付金、前期高齢者交付金、保険税収や被保険

者数等を基礎数値として、それぞれの負担割合で見込んでおります。 

 ５款前期高齢者交付金が前年度比１億4,４０９万5,０００円と大きく増額になりましたので、
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それに連動し、３款国庫支出金、４款療養給付費交付金、６款県支出金はそれぞれ減額となり

ますが、３款から６款までの合計では、前年度比1,５００万5,０００円の増額となっておりま

す。 

 次に、１６６ページ、７款共同事業交付金は、先に歳出で説明いたしました７款３目保険財

政共同安定化事業の適用範囲が拡大されることにより、増額計上しております。 

 同ページ、下段の９款繰入金は、法定分といたしまして１億8,１６５万9,０００円、法定外、

これは中学生までの医療費無料分で、７７０万2,０００円、合計１億8,９３６万1,０００円を

一般会計から繰り入れるものです。 

 また、１６７ページ、上段の１目財政調整基金繰入金は、平成２６年度中に基金の残額全額

を繰り入れますのでなくなります。 

 次に、１６８ページをお願いいたします。 

 １１款２項６目雑入に、歳出１２款繰上充用金8,７７０万2,０００円から、平成２７年度剰

余見込み額2,８３１万6,０００円を減じた5,９３８万6,０００円を財源不足に対応するための

空財源として計上しております。 

 この金額が現時点での平成２７年度赤字の見込み額でございます。 

 次に、１５５ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計の予算の総額は、歳入歳出それぞれ３０億９５７万7,０００円と

なります。条文の第２条で一時借入金の最高限度額を４億円と定めております。 

 第３条では、歳出予算の各項間で流用することができる場合を定めており、２款保険給付費

を対象としております。 

 以上で、国保特別会計の説明を終わります。 

 続きまして、議案第１３号「平成２７年度土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算につい

て」であります。 

 まず、高知県後期高齢者広域連合の概要でありますが、後期高齢者医療制度は平成２０年度

より７５歳以上の医療制度として実施され、広域連合では県下３４市町村が参加し、費用と人

員を出し合い、運営を共同で行っており、今年度末で７年が経過いたします。 

 平成２５年度の歳出総額は、一般会計、特別会計合わせて1,２９３億1,５００万円となって

おります。 

 平成２５年度の事業報告によりますと、年間平均被保険者数１２万1,５１９人、医療費は入

院医療費が全国１位と高い状況にあり、これが全体の医療費を押し上げる構造となっており、

１人当たりの医療費が１１１万7,０００円で、福岡県に次いで全国２位となっております。 

 また、保険料は２年ごとの見直しとなっており、平成２６年度に見直しがありましたので、
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平成２７年度は現行の所得割額を１0.３５％、均等割額５万1,７９３円と変更はございません。 

 それでは、１９０ページの歳入から説明させていただきます。 

 １款１項後期高齢者医療保険料は、２７年度現年分として、被保険者数を3,５２３人、１人

当たり保険料を４万8,８３１円、そのうち特別徴収分の割合を５5.９％、普通徴収分として

４4.１％を見込んで計上しております。 

 ３款１項２目保険基盤安定繰入金は、保険料の９割から２割軽減分について一般会計から繰

り入れるものであり、財源の４分の３が県負担金でございます。 

 次に、１９２ページの歳出をお願いいたします。 

 １款総務費は、人件費など事務に必要な経費を計上しております。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、歳入で説明いたしました保険料と保険基盤安定繰入

金、延滞金及び繰越金を財源として広域連合に納付をするものです。 

 次に、１８５ページをお願いいたします。 

 平成２７年度後期高齢者医療特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ２億6,９００万

7,０００円となります。 

 以上で、予算説明を終わります。ご審議のうえ、適切な決定を賜りますよう、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第１７号「平成２７年度土佐清水市再生可能エネルギー事

業特別会計予算について」説明を求めます。 

 環境課長。 

          （環境課長 坂本和也君登壇） 

○環境課長（坂本和也君） 議案第１７号「平成２７年度土佐清水市再生可能エネルギー事業

特別会計予算について」ご説明いたします。 

 予算書の２６１ページ、歳出からお願いいたします。 

 １款１項１目一般管理費、２節給料４６９万 1,０００円、３節職員手当等２０１万

9,０００円、４節共済費１４７万9,０００円は、職員１名分の人件費を計上しております。 

 同じく１１節需用費１３７万6,０００円、１２節役務費２５２万9,０００円、１３節委託料

３１０万7,０００円は、中浜と太田発電施設２カ所分の電気設備保守点検費、機械警備費、清

掃管理委託料、損害保険料及びパワコンを一定温度に保つための冷暖房機器の電気料などでご

ざいます。 

 同じく１８節備品購入費７８３万円は、電気自動車３台分の購入費を計上しております。 

 ２款１項１目再生可能エネルギー事業推進費、１９節負担金、補助及び交付金３００万円は、

再生可能エネルギー推進協議会へ５０万円、一般家庭にソーラーパネルを設置する市単独補助
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金へ２５０万円でございます。 

 ２６２ページをお願いいたします。 

 同じく２５節積立金6,３０３万5,０００円は、２７年度分の売電収入9,４３２万円から支出

額3,１２８万5,０００円を差し引いた額を積み立てるものであります。 

 ３款１項２目公債費利子、２３節償還金、利子及び割引料５１４万4,０００円は、電気事業

債として借入した起債額７億3,４３０万円の利息分を計上しております。 

 ４款１項１目予備費２００万円は、特別会計内で不足が生じたときのために設けて計上いた

しました。 

 ２６０ページ、歳入をお願いいたします。 

 １款１項１目県支出金、１節再生可能エネルギー事業推進費補助金５０万円は、再生可能エ

ネルギー推進協議会への県補助金であります。 

 ２款１項１目諸収入、１節売電収入9,４３２万円は、中浜発電所4,０６５万5,０００円、太

田発電所5,３６６万5,０００円を見込んで計上しております。 

 ２款２項１目雑入１５９万円は、電気自動車購入に対するクリーンエネルギー自動車等導入

促進補助金として１台５３万円の３台分を計上しております 

 ２５５ページをお願いいたします。 

 以上によりまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,６４１万円となります。 

 また、一時借入金の借入最高額は2,０００万円と定めております。 

 以上、平成２７年度土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算の説明を終わります。

よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（永野裕夫君） 次に、議案第第１８号「土佐清水市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の制定について」から議案第３４号「市道路線の認定について」までの議案

１７件について説明を求めます。 

 総務課長。 

          （総務課長 木下 司君登壇） 

○総務課長（木下 司君） それでは、私のほうから条例案等について説明をさせていただき

ます。 

 済みませんが、議案綴りをお願いをいたします。 

 議案第１８号「土佐清水市指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について」議案綴

りの１３ページから２８ページです。 



－ 43 － 

 土佐清水市指定介護予防支援等の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例です。 

 議案第１９号「土佐清水市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

の制定について」議案綴り２９ページから３１ページです。 

 第３次地方分権一括法の施行により、介護保険法の一部が改正され、地域包括支援センター

の職員等に係る基準及び当該職員の人員に関する事項等の規定を条例で定めることになってお

り、今回、条例を制定をするものです。 

 議案第２０号「土佐清水市消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について」議案綴

り３２ページから３４ページです。 

 平成２６年４月１日に施行された消防組織法の改正により、土佐清水市消防長及び消防署長

の資格を定める条例の制定です。 

 なお、条例の施行の際、現に在職する消防長については、第１条の規定は適用しない。 

 議案第２１号「土佐清水市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て」議案綴りの３５ページから３６ページです。 

 現在、施行している土佐清水市後期高齢者医療に関する条例の第６条に、「特別の事由があ

る者について、市長は延滞金を減免することができる」１項を加える条例の一部の改正です。 

 議案第２２号「土佐清水市保育所条例の一部を改正する条例の制定について」議案綴りの

３７ページから３９ページです。 

 平成２７年度から市街地３園が統合することによる既存の保育所３園の廃止。きらら清水保

育園の設置場所の追加。新制度施行に伴い、保育の必要性に関する基準を規則で制定したこと

により、保育の実施基準の条文の削除。保育料を子ども・子育て支援法に基づき、保育所の使

用料に変更。きらら清水保育園を指定管理者制度により運営を可能とするための条項追加によ

る条例の一部改正です。 

 議案第２３号「土佐清水市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」議案綴りの

４０ページから４１ページです。 

 第６期介護保険事業計画の策定に伴い、第１号被保険者の介護保険料基準を月額4,８５０円

に改定し、保険段階についても７段階から国の標準段階である９段階に改定。 

 また、介護保険法施行令の改正により、第１段階被保険者についての保険料の一部を公費負

担し、低所得者の保険料を軽減する条例の一部改正です。 

 議案第２４号「土佐清水市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の制定について」議案綴

りの４２ページから４３ページです。 

 満８８歳の者への敬老祝金支給額を５万円から３万円に変更。また、これまでは条例の附則
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で定められていた支給の特例等の規定を本則に追加する条例の一部改正です。 

 議案第２５号「土佐清水市再生可能エネルギー事業基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」議案綴りの４４ページから４５ページです。 

 この条例の目的の中に、環境行政の推進と地域活性化を加える。また、あわせて繰り替え運

用等で一般会計へ繰り出すことのできる条文を追加する条例の一部改正です。 

 議案第２６号「土佐清水市長等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」、議案第２７号「土佐清水市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」、議案第２８号「土佐清水市特別職退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」、議案第２９号「土佐清水市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例

の一部を改正する条例の制定について」議案綴りの４６ページから５６ページです。 

 上記４議案は、地方教育行政法の改正により、新教育長が常勤の特別職とされたための関係

条例の改正です。 

 議案第２６号は、土佐清水市長等の給与、旅費等に関する条例に教育長を加え、あわせて土

佐清水市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止をするものです。なお、新教育長の任

命までは、廃止前の条例は、なおその効力を有する。 

 議案第２７号、特別職報酬等審議会の対象に教育長を追加する改正です。なお、引き続き、

教育長として在職する間は適用しない。 

 議案第２８号は、土佐清水市特別職退職手当支給条例に教育長を加え、あわせて土佐清水市

教育委員会教育長の退職手当支給条例を廃止をするものです。なお、新教育長の任命までは、

廃止前の条例は、なおその効力を有する。 

 議案第２９号、新教育長の任命日以降、教育委員長の職がなくなるため、教育委員長に関す

る規定を削除する改正です。 

 議案第３０号「土佐清水市教職員住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について」議案

綴り５７ページから５８ページです。 

 足摺岬中学校の教職員住宅の利用の見込みが少ないため、有効活用を目的として、普通財産

に所管替えをする条例の一部改正です。 

 議案第３１号「土佐清水市立小学校設置条例の一部を改正する条例の制定について」議案綴

り５９ページから６０ページです。 

 宗呂小学校は、平成２１年４月１日より休校となって５年以上経過し、今後も児童の増加が

見込まれないことから、廃校とするための条例の一部改正です。なお、廃校後は、防災拠点施

設として活用する予定となっております。 

 議案第３２号「土佐清水市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成２７年度～平成２９年
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度）の制定について」議案綴り６１ページです。 

 老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１７条の規定に基づき、土佐清水市高齢者福祉

計画・介護保険事業計画（平成２７年度～平成２９年度）を別冊のとおり制定したいので、議

会の議決に付すべき事件に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 議案第３３号「市道路線の廃止について」議案綴り６２ページから６４ページです。 

 市道片粕歯朶ノ浦線、延長2,１７８ｍと市道歯朶ノ浦貝ノ川線、延長1,０１４ｍの２路線に

ついて、施設の老朽化や使用頻度の減少等から、管理することが困難となりましたので、道路

法第８条第２項の規定に基づき、市道の路線を廃止することについて議会の議決を求めるもの

です。 

 議案第３４号「市道路線の認定について」議案綴り６５ページから６７ページです。 

 議案第３３号の市道路線の廃止する路線について、市民生活に関係する区間につきまして、

市道として管理する必要があり、新たに市道片粕海岸線、延長３６２ｍと市道歯朶ノ浦海岸線、

延長３８３ｍについて、道路法第８条第２項の規定に基づき、市道の路線を認定することにつ

いて、議会の議決を求めるものです。 

 以上、ご審議につきまして、よろしくお願いをいたします。 

○議長（永野裕夫君） 以上で、予算案並びに条例案等に対する内容説明を終わります。 

 日程第４、「陳情の付託について」を議題といたします。 

 本日までに受理した陳情は、お手元に配付しております陳情付託表のとおり、それぞれ所管

の委員会へ付託をいたします。 

 なお、付託した陳情につきましては、審議期間中に審議を願い、最終日までに結論を出すよ

うに申し添えておきます。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 次の本会議は、３月９日午前１０時に再開いたします。 

 なお、質疑並びに一般質問の通告の期限は、３月４日午前１１時まででありますので、念の

ため申し添えておきます。 

 本日の会議はこれをもって散会いたします。お疲れさまでございました。 

          午後 １時５９分  散  会 

 

 


